
 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

通信・放送システム災害対策促進税制の創設【国税】 
（国税１）（法人税：義） 

2 要望の内容 東日本大震災時における通信・放送サービスの広域的、長時間にわた
る機能停止の発生を踏まえ、大規模災害時においても、電気通信事業者
及び放送事業者が、継続してサービス提供するために必要となる以下の
対象設備について、特別償却の措置を適用する。【新設】 
 
 ① 対象者  電気通信事業者及び放送事業者 
 ② 対象設備  

・非常用電源設備（商用電源の供給が停止した場合において、電気
通信設備、放送設備に電力を供給するもの） 
・災害発生時において通信・放送サービスの提供を維持するために
必要な予備設備等 

 ③ 措置内容 取得価額の 20％の特別償却 

3 担当部局 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課、事業政
策課 
総務省情報流通行政局放送技術課、衛星・地域放送課 

4 評価実施時期 平成 23 年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 
― 

6 適用又は延長期間 ２年間（平成 24 年４月１日から平成 26 年３月 31 日まで） 

7 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

東日本大震災に比肩する大規模災害発生時においても、国民生活、社
会経済活動、行政機能を支える通信・放送サービスの継続的提供がなさ
れるよう、国民の生命・身体の安全確保や国家機能の維持等を担う情報
通信基盤の更なる強化の実現を図る。 

このため、非常用電源設備、予備設備の導入について電気通信事業者
等にインセンティブを付与するための税制優遇措置を講ずるものであ
る。 
《政策目的の根拠》 

東日本大震災からの復興の基本方針（Ｈ23.7.29 東日本大震災復興対
策本部）  
５ 復興施策 （３）地域経済活動の再生 ⑨交通・物流・情報通信
（ⅲ）・・・次世代の発展につながるよう、地方公共団体をはじめ幅

広い分野へのクラウドサービスの導入推進など情報通信技術の
利活用促進を行う。あわせてこれと一体的に情報通信基盤の復
旧、復興等の環境整備を進め、まちづくりと一体となった国民が
安心して利用できる災害に強い情報通信ネットワークの構築に
向けた取組を行う。 

５ 復興施策 （４）大震災の教訓を踏まえた国づくり ⑤今後の災
害への備え  

（Ｖ）また、最大規模の外力に対するリスク評価、防災拠点（災害に
強い施設）・情報伝達体制・警戒避難体制の整備、社会基盤の防
災対策の強化とルートの多重化、必要な技術開発、災害に強い供
給網の構築、企業の事業継続の取組みの促進等を行う。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

24 年度概算要求における政策評価体系図 
【総務省政策評価基本計画（平成 19 年総務省訓令第 60 号)】 
Ⅴ．情報通信（ＩＣＴ政策） 
  ３．放送分野における利用環境の整備 
 ４．情報通信技術利用環境の整備 
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③ 達成目標及

び測定指標 
《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

2013（平成 25 年）年を目途に、大規模災害時においても通信・放送
サービスの安定的な提供を行うための整備を促進し、更に信頼性の高い
情報通信基盤を確保する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

平成 24 年度から２カ年で、大規模災害時における商用電源の停止時
においても、平時の通信・放送サービスの利用者数の約７割に対して、
24 時間以上継続した通信・放送サービスの提供を達成する。 
 また、通信・放送設備の被災時等においては、代替通信手段を講じ、
更に迅速な復旧を達成する。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本措置を講ずることにより、既に設備投資済みの非常用電源設備等へ
の更なる追加投資等が促進され、これら設備の整備展開によって、国民
の生命・身体の安全確保や国家機能の維持等を担う情報通信基盤の強化
に寄与するものである。 

8 有効性

等 

① 適用数等  204 社（平成 24 年度、25 年度とも同数） 

【内訳】 
・電気通信事業者：56 社 

東日本大震災を受けて安全・信頼性を確保するための対策を公表し
ている電気通信事業者 6 社の他、電気通信事業者協会の会員になって
いる事業者のうち、ケーブルテレビ事業者及び放送事業者を除いた
50 社を加えたもの。 

・放送事業者：148 社 
放送事業者へのヒアリング、アンケート等から、対象設備の導入が

見込まれる事業者を算出したもの。 

② 減収額 平成 24 年度 1,317 百万円、平成 25 年度 1,307 百万円 

【内訳】 

・電気通信事業者：839 百万円（平成 24 年度、25 年度とも同額） 

各年度の設備投資予定額 13,992 百万円から算出したもの（設備投資

予定額に特別償却率（20％）及び法人税率（30％）を乗じた結果。以下

同じ。） 

・放送事業者：平成 24 年度 478 百万円、平成 25 年度 468 百万円 

平成 24年度の設備投資予定額 7,970百万円及び平成 25年度の設備投資

予定額 7,806 百万円から算出したもの 

③ 効果・達成

目標の実現

状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 24 年度～平成 25 年度）

本措置を講ずることにより、平成 24 年度から２カ年で、大規模災害
時における商用電源の停止時においても、平時の通信・放送サービスの
利用者数の約７割に対して 24 時間以上継続した通信・放送サービスの
提供を実現。 

また、通信・放送設備の被災時等における速やかな代替通信手段の確
保により、更に迅速な復旧を実現。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：
平成 24 年度～平成 25 年度）  

東日本大震災で明らかになった課題として、発災直後においては通
信・放送設備が備える非常用電源設備等により一定時間の通信・放送サ
ービスの提供が行われていたものの、これまでに類を見ない広域的な通
信設備等への被害と、広域的、長時間に渡る商用電源供給の停止により、
通信・放送施設の多くが機能停止する事態となったところ。 
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本措置を講ずることにより、平成 24 年度から２カ年で、大規模災害
時における商用電源の停止時においても、平時の通信・放送サービスの
利用者数の約７割に対して 24 時間以上継続した通信・放送サービスの
提供を実現。 

また、通信・放送設備の被災時等における速やかな代替通信手段の確
保により、更に迅速な復旧を実現。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分
析対象期間：平成 24 年度～平成 25 年度） 

東日本大震災の教訓を踏まえ、今後想定される大規模災害に備えるた
めには、広域的な被害を受けた通信設備等への迅速な復旧対策と、広域
的、長時間に渡る商用電源供給停止による通信設備等の機能停止への防
止策を講じることは、喫緊の課題。 

本措置のように民間企業の投資を加速するインセンティブがあれば、
東日本大震災に比肩する大規模災害に対応した通信・放送サービスの情
報通信基盤の整備促進が図れることになる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 24 年度～
平成 25 年度） 

 本措置を講ずることにより、既に設備投資済みの非常用電源設備等へ
の更なる追加投資の促進が見込まれる。これにより、大規模災害時にお
ける商用電源の停止時においては、通信・放送サービスの安定的な提供
の実現が可能となる。また、通信・放送設備の被災時等においても、代
替通信手段の確保によりさらに迅速な復旧の実現に資することが見込
まれるため、税収減を十分に是認できるものと考えられる。 

9 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

 非常用電源設備等については、これまでの税制優遇措置により、一定
程度整備が図られてきたところである。 
 しかしながら、今回の震災の教訓から従前の備えでは、東日本大震災
に比肩する大規模災害等時における通信・放送サービスの継続的提供は
困難と言わざるを得ない。 
 このため、早期に集中的な投資を喚起する効果を有する税制措置を講
ずることにより民間事業者にインセンティブを付与し、大規模災害時に
おける放送・通信サービスを継続する設備強化を促進させ、情報通信基
盤の強化を図ることは、国民の生命・身体の安全確保や国家機能の維持
等を図る上で、極めて効果的かつ適正である。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

事業用電気通信設備規則等において、本支援措置の一部の対象設備に
ついては設置を義務付けている。設置を義務付けている設備について
は、既存の設備に対して追加的な設置を促進するものであり、設置を義
務付けていない設備については、新たな設置を促進するものである。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

― 

10 有識者の見解  総務省が開催する「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方
における検討会」の「中間とりまとめ（案）」において、 
① 被災した通信設備の復旧について、今回の取組のうち、有効な取組

としてベストプラクティスとして共有しつつ、移動基地局の更なる配
備や衛星回線の活用など、今回の対応を踏まえた応急復旧の対応の在
り方について検討。 

② 電源の安定的確保を図る観点から、基地局の無停電化やバッテリ－
の長時間化の推進、移動電源車数の増加 

などが指摘されているところ。 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
― 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除（上乗せ措置の恒久化） 
【国税】                  （国税４）（法人税：義）

2 要望の内容 増加型・高水準型の恒久化 

3 担当部局 情報通信国際戦略局技術政策課 

4 評価実施時期 平成 23 年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 
・増加型：昭和４２年度創設 
・中小企業技術基盤強化税制：昭和６０年度創設 
・特別共同試験研究に係る税額控除制度：平成５年度創設 
・総額型：平成１５年度創設 
・高水準型：平成２０年度創設 

6 適用又は延長期間 ・総額型（中小企業技術基盤強化税制、特別共同試験研究に係る税額控除
制度含む）：期限なし 
・増加型：平成２３年度末まで 
・高水準型：平成２３年度末まで 
・経済対策部分：（総額型控除上限 20％→30%については平成２３年度末ま
で。繰越期間は最長平成２４年度末まで） 

7 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

２０２０年度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比４％以上に
する。 

《政策目的の根拠》 

「２０２０年度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比４％以上
にする。」 
（新成長戦略：平成２２年６月１８日閣議決定） 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

24 年度概算における政策評価体系図 
【総務省政策評価基本計画（平成 19 年総務省訓令第 60 号）】 

Ⅴ 情報通信(ＩＣＴ政策) 
  １．情報通信技術の研究開発・標準化の推進 

③ 達成目標及

び測定指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率を、主要先進諸国の中で最高水準（第
１位）に維持する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率の国際比較 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

我が国全体の研究開発投資の７割以上を占める企業の研究開発投資を
押し上げることにより、国全体の研究開発投資の対ＧＤＰ比率を高めるこ
とに大きく寄与することが可能。 

8 有効性

等 

① 適用数等 ・利用実績 （うち、税法上の中小企業分） 
<本租税特別措置全体> 
平成１９年度  ８，４７９事業年度（５，７４７事業年度） 
平成２０年度  ７，９１２事業年度（４，６５７事業年度） 
平成２１年度  ７，１７２事業年度（４，４１１事業年度） 
<増加型・高水準型> 
平成２０年度    ９０７事業年度（  ４３０事業年度） 
平成２１年度  １，５４４事業年度（１，０１９事業年度） 
（出典：国税庁 会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実態」。
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なお、平成１８年度以前の会社標本調査においては、事業年度に係るデ
ータが表記されておらず、また増加型・高水準型の事業年度は平成２０年
度から表記されている。） 
 
・将来推計（うち、税法上の中小企業分）  【算出根拠：別紙①】 
<本租税特別措置全体> 
平成２２年度見込み  ８，７２７事業年度（５，２２４事業年度） 
平成２３年度見込み  ６，４８５事業年度（３，０９９事業年度） 
平成２４年度見込み  ６，６６０事業年度（３，１８０事業年度） 
 
<増加型・高水準型>  【算出根拠：別紙②】 
平成２２年度見込み  １，４４２事業年度（  ８７７事業年度） 
平成２３年度見込み    ８８７事業年度（  ４３９事業年度） 
平成２４年度見込み    ８５７事業年度（  ３９０事業年度） 
 
（出典：平成２３年度「経済産業省企業アンケート調査」より経済産業省
が推計） 
 
・利用業種 
 下記の通り、幅広い業種で利用されている。 

【平成２２年度増加型・高水準型 業種別内訳】 

業種 利用企業数 (うち中小企業) 

化学 44 3 

電気機械 19 3 

窯業 3 0 

輸送用機械 7 3 

精密機械 6 1 

機械 13 3 

その他 52 14 

  平成２３年度「経済産業省企業アンケート調査」より 

 

② 減収額 ・減収額実績 （うち、税法上の中小企業分） 
<本租税特別措置全体> 
平成１７年度 ５，６６３億円（３０７億円） 
平成１８年度 ５，８２０億円（３０５億円） 
平成１９年度 ６，２６９億円（１６７億円） 
平成２０年度 ２，８８１億円（２４６億円） 
平成２１年度 ２，５６５億円（１３１億円） 
 
<増加型・高水準型> 
平成２０年度   １７８億円（１４億円） 
平成２１年度   １３３億円（６億円） 
（出典：国税庁会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実態」）
 
・将来推計（うち、税法上の中小企業分） 
<本租税特別措置全体>  【算出根拠：別紙①】 
平成２２年度見込み ３，０５９億円（２４８億円） 
平成２３年度見込み ２，９１５億円（１１３億円） 
平成２４年度見込み ２，５９１億円（１１２億円） 
 
<増加型・高水準型>  【算出根拠：別紙②】 
平成２２年度見込み   ２２１億円（８億円） 
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平成２３年度見込み   １５１億円（４億円） 
平成２４年度見込み   １２６億円（３億円） 
（出典：平成２３年度「経済産業省企業アンケート調査」より経済産業省
が推計） 

③ 効果・達成

目標の実現

状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 15 年～平成 20 年） 

現在、我が国の官民合わせた研究開発投資のＧＤＰ比率は３．４２％。
主要先進諸国の中で最高水準の対ＧＤＰ研究開発投資比率を維持してい
るが、４％には届いていない。 

なお、当該目標は政府による研究開発投資と民間研究開発投資とを合わ
せて達成すべきものであるところ、本租税特別措置は、民間研究開発投資
の促進に資するものである点に留意。 
 

主要国の対ＧＤＰ研究開発投資比率（単位：％） 

  2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

日本 3.20 3.17 3.32 3.41 3.44 3.42

中国 1.13 1.23 1.34 1.42 1.44 1.54 

韓国 2.49 2.68 2.79 3.01 3.21 3.37 

アメリカ 2.61 2.54 2.57 2.61 2.66 2.77 

イギリス 1.75 1.68 1.73 1.75 1.79 1.77 

カナダ 2.04 2.08 2.05 1.97 1.90 1.84 

ロシア 1.28 1.15 1.07 1.07 1.12 1.04 

フランス 2.17 2.15 2.10 2.10 2.04 2.02 

ドイツ 2.52 2.49 2.49 2.53 2.53 2.64 

イタリア 1.11 1.10 1.09 1.13 1.18 1.19 

出典：ＯＥＣＤ「Main Science and Technology Indicators 2010/01」 
 
＜今後の達成予測＞ 

主要先進諸国との研究開発投資拡充競争が激化する中、本租税特別措置
の効果を通じて、民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率を世界最高水準に維持
し続けることができれば、政策目標の達成に大きく寄与することが可能と
考えられる。 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平
成 15 年～平成 20 年） 

 我が国は、主要先進諸国の中で最高水準の対ＧＤＰ民間研究開発投資比
率を維持している。 

 

主要国の対ＧＤＰ民間研究開発投資比率（単位：％）  

  2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

日本 2.40 2.38 2.54 2.63 2.68 2.69 

中国 0.71 0.82 0.91 1.01 1.04 1.13 

韓国 1.89 2.06 2.15 2.33 2.45 2.54 

アメリカ 1.81 1.76 1.80 1.86 1.92 2.01 

イギリス 1.11 1.05 1.06 1.08 1.12 1.10 

カナダ 1.16 1.18 1.15 1.11 1.04 1.00 

ロシア 0.88 0.79 0.73 0.72 0.72 0.65 

フランス 1.36 1.36 1.30 1.32 1.29 1.27 

ドイツ 1.76 1.74 1.72 1.77 1.77 1.85 

イタリア 0.52 0.52 0.55 0.55 0.61 0.60 

出典：ＯＥＣＤ「Main Science and Technology Indicators 2010/01」 
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＜今後の達成予測＞ 
主要先進諸国等における研究開発税制拡充競争が激化する中、総額型に

続き、上乗せ措置の恒久化を図り、長期的に安定した研究開発投資が促進
されることで、最高水準の対ＧＤＰ民間研究開発投資比率の維持に寄与す
ることが可能と考えられる。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析
対象期間：平成２２年度～平成３１年度） 

平成２３年度の減収見込み額及び投資押上げ効果に基づき、今回の拡充
要望が実現しなかった場合のＧＤＰ押し下げ効果を試算する。 

なお、今回の要望は恒久措置を求めるものであるが、経済波及効果を分
析するに当たっては、モデルを用いて計算をする前提として、一定の期間
を区切る必要があり、分析対象期間は平成２４年度～平成３３年度までの
１０年間とした。 
 
<増加型・高水準型> 
平成２４年度の減収見込み額における、各租税特別措置の効果 
・減収額：１２６億円程度（うち中小企業分３億円） 

↓ （ﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙによる計算） 
・GDP 押下げ影響：約６５４億円（うち中小企業分：２０億円） 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２４年度～
平成３３年度） 

経済波及効果の試算 （※２３年度の経済産業省実施アンケートに基づ
く） 
 
<本租税特別措置全体> 
 ・平成２４年度減収額 ２,５９１億円（うち中小企業１１２億円） 
  ↓ 研究開発税制による研究開発投資押上げ効果 
       大企業：1.26 倍 
       中小企業：1.59 倍 
 ・研究開発投資押上げ額 
       大企業：３,１２５億円（2480 億円×1.26 倍） 
       中小企業：１７７億円（112 億円×1.59 倍） 
  ↓ GDP 押上げ効果（ﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙによる計算） 
       大企業：１兆２７１９億円億円 
       中小企業：７２８億円 

・平成２４年度の本租税特別措置全体による減税が、平成２４年度～平成
３３年までの１０年間に及ぼすＧＤＰ押上げ効果：１兆３,４４７億円 

9 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

・ 我が国においては、 
 ①企業が実施する研究開発費は、国全体の研究開発費総額に占める割合
が高く（72.5%。 韓国に次いで２番目）、   

 ②企業が実施する研究開発費をほとんど企業自身の資金で賄い
（98.5%）、 

 ③政府による企業への直接支援が少ない（0.9%、主要国中最低）。 
・ すなわち、我が国のイノベーションは、企業が牽引しており、かつ、
企業が自らの負担で推進していることから、企業の創意工夫ある自主的
な研究開発を促進することが、成長力・国際競争力強化の観点から極め
て重要。 

・ 研究開発税制は、企業の法人税額負担を減少させることにより、創意
工夫あふれる自主的な研究開発投資を直接促すことが可能な措置であ
り、妥当性があると言える。 

・予算上の措置（委託費等）は、それぞれ国の政策に基づき助成等の対象
者及び研究テーマ等を設定することで、より特定された分野又は研究開
発段階における成果の獲得を目指す制度であることからすれば、あくま
で誘導的な政策支援であり、民間活力による自主的な研究開発投資を幅
広く促進することにより、我が国の経済成長を実現するためには、本税

7



 

 

制措置による支援が適切と考えられる。 
・平成２３年度経済産業省アンケート結果によれば、「上乗せ措置が継続
される保証がないが恒久措置となれば計画に考慮」と回答する企業が半
数近く（４２％）存在し、上乗せ措置の恒久化が研究開発投資促進の大
きなインセンティブとなることが期待できる。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

・ 予算上の措置（委託費等）は、それぞれ国の政策に基づき助成等の対
象者及び研究テーマ等を設定することで、より特定された分野又は研究
開発段階における成果の獲得を目指す制度であり、民間活力による研究
開発投資を幅広く促進する制度である税制措置とは支援目的と対象が
異なる。 

・ また、諸外国においても、民間研究開発投資に対し、予算・税制両面
から積極的な支援が行われている。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

・法人税法第２３条第一項第四号において、法人住民税は試験研究費税額
控除前の法人税額を課税標準とすることとされている。その中で、中小企
業者等においては、地方税法附則抄第８条により、試験研究費税額控除後
の法人税額を課税標準とすることが定められている。 

10 有識者の見解 ― 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
平成２２年８月 
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別紙①「本租税特別措置全体における適用数・適用金額の算定根拠」

活用資料：経済産業省平成２３年度企業アンケート調査（以下、企業アンケート）
大企業：技術振興課（送付２，０６８社。回収８４４社（回収率４１％））
中小企業：中小企業庁（送付２，８３７社。回収６２６社（回収率２２％））

国税庁会社標本調査「税務統計から見た法人企業の実態」（以下、国税庁調査）

目的とする試算値：平成２４年度の本租税特別措置の適用数及び適用金額

試算方法：【本ページ「総額型における推計値」及び次ページ「増加型・高水準型における推計値」を合算し本租税特別措置全体の推計値
としている】

「総額型における推計値」
①平成２４年度試験研究費の回答がある企業（大企業１９８社、中小企業２７８社）において、企業アンケートと国税庁調査の適

用数及び適用金額を比較し、企業アンケートの平均カバー率（端数あり）を算出
【適用数】（平成２１年度国税庁調査：大企業２，２３６社、中小企業３，３９２社）

平成２０年度カバー率 平成２１年度カバー率 → 平均カバー率
大企業 ３．７％ ４．３％ ４．０％
中小企業 １．５％ １．６％ １．５％

【適用金額】（平成２１年度国税庁調査：大企業２，３０７億円、中小企業１２５億円）
平成２０年度カバー率 平成２１年度カバー率 → 平均カバー率

大企業 ２７．７％ ２５．４％ ２６．５％ +=
中小企業 １．６％ １．９％ １．７％

②企業アンケートにおける平成２４年度の適用数及び適用金額を、算出した平均カバー率で除して推計
【適用数（推計）】

アンケート結果 平均カバー率 適用数（推計）
大企業 １２０社 ÷ ４．０％ ＝ ３，０１３社
中小企業 ４３社 ÷ １．５％ ＝ ２，７９０社

【適用金額（推計）】
大企業 ６２６億円 ÷ ２６．５％ ＝ ２，３５７億円
中小企業 １．８９億円 ÷ １．７％ ＝ １０８億円

試算方法

5,803社

2,465億円

857社

126億円

総額型
増加型・高水準型

（次ページ）

本租税特別
措置全体

+ =
6,660社

2,591億円
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活用資料：経済産業省平成２３年度企業アンケート調査（以下、企業アンケート）
大企業：技術振興課（送付２，０６８社。回収８４４社（回収率４１％））
中小企業：中小企業庁（送付２，８３７社。回収６２６社（回収率２２％））

国税庁会社標本調査「税務統計から見た法人企業の実態」（以下、国税庁調査）

目的とする試算値：平成２４年度の上乗せ措置の適用数及び適用金額

試算方法：①平成２４年度試験研究費の回答がある企業（大企業１９８社、中小企業２７８社）において、
企業アンケートと国税庁調査の適用数及び適用金額を比較し、企業アンケートの平均カバー率を算出

【適用数】（平成２１年度国税庁調査：大企業５２５社、中小企業１，０１９社）
平成２０年度カバー率 平成２１年度カバー率 → 平均カバー率

大企業 ６．１％ ４．２％ ５．１％
中小企業 ３．０％ １．１％ ２．１％

【適用金額】（平成２１年度国税庁調査：大企業１２７億円、中小企業６億円）
平成２０年度カバー率 平成２１年度カバー率 → 平均カバー率

大企業 ６２．３％ ３５．３％ ４８．８％
中小企業 １．９％ ０．９％ １．４％

②企業アンケートにおける平成２４年度の適用数及び適用金額を、算出した平均カバー率で除して推計
【適用数（推計）】

アンケート結果 平均カバー率 適用数（推計）
大企業 ２４社 ÷ ５．１％ ＝ ４６７社
中小企業 ８社 ÷ ２．１％ ＝ ３９０社

【適用金額（推計）】
大企業 ６０億円 ÷ ４８．８％ ＝ １２３億円
中小企業 ５百万円 ÷ １．４％ ＝ ３億円

試算方法

８５７社

１２６億円

別紙②「増加型・高水準型における適用数・適用金額の算定根拠」
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

 中小企業者等の試験研究費に係る特例措置【地方税】 
（地方税６）（法人住民税：義） 

2 要望の内容 ・制度概要 
 法人住民税法人税割の課税標準となる法人税額は、原則として税額控
除を行う前の法人税額を用いることとされているが、中小企業者の試験
研究費の税額控除については、これらの税額控除後の法人税額を法人住
民税の課税標準として用いることとされている。（大企業は税額控除前の
法人税額が課税標準となる。） 
 
・要望内容 
増加型・高水準型の恒久化 

3 担当部局 情報通信国際戦略局技術政策課 

4 評価実施時期  平成 23 年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 
昭和６０年度 創設(税額控除率 6%) 
昭和６３年度 ２年間延長 
平成 ２年度 ３年間延長 
平成 ５年度 ２年間延長  
平成 ７年度 ２年間延長 
平成 ９年度 １年間延長 
平成１０年度 税額控除率の拡充（6%→10%） 
平成１１年度 １年間延長 
平成１２年度 １年間延長 
平成１３年度 １年間延長 
平成１４年度 １年間延長 
平成１５年度 税額控除率の拡充（12%の恒久化） 
       税額控除率の 3%上乗せ措置の拡充(12%→15%)) 
平成１８年度 増加額に係る税額控除(増加額の 5%)の拡充 
       税額控除率 3%上乗せ措置の廃止(15%→12%))  
平成２０年度 増加額に係る税額控除（増加額の 5%）または売上高の
              １０%超過に係る税額控除の選択制の追加 
平成２２年度 ２年間延長（上乗せ措置） 

6 適用又は延長期間 恒久措置 

7 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

２０２０年度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ４％以上に
する。 

《政策目的の根拠》 

「２０２０年度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比４％以
上にする。」 
（新成長戦略：平成２２年６月１８日閣議決定） 
 
「我が国の産業競争力の源である民間企業の研究開発力の維持・強化を
図るため、研究開発税制の維持等を図る。」 
「ものづくり基盤技術を支える中小企業の研究開発やその集積を支援」
（日本国内投資促進プログラム（総理指示）：平成２２年１１月２９日決
定） 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

24 年度概算における政策評価体系図 
【総務省政策評価基本計画（平成 19 年総務省訓令第 60 号）】 

Ⅴ 情報通信(ＩＣＴ政策) 
  １．情報通信技術の研究開発・標準化の推進 
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③ 達成目標及

び測定指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率を、主要先進諸国の中で最高水準（第
１位）に維持する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率の国際比較 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

我が国全体の研究開発投資の７割以上を占める企業の研究開発投資を
押し上げることにより、国全体の研究開発投資の対ＧＤＰ比率を高める
ことに大きく寄与することが可能。 

8 有効性

等 

① 適用数等 適用数について、想定外に僅少および偏っていない旨を以下に示す。
 
国税における利用実績 （うち、税法上の中小企業分） 
 平成１９年度  ８，４７９事業年度（５，７４７事業年度） 
 平成２０年度  ７，９１２事業年度（４，６５７事業年度） 
 平成２１年度  ７，１７２事業年度（４，４１１事業年度） 
 【出典：国税庁 会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実

態」】 
（注）平成１８年度以前の会社標本調査においては、事業年度に係るデ

ータが表記されていない。 
 
 国税及び本租特（地方税）を利用したことがある中小企業の割合 
 平成１９年度  ５９．６％   
 平成２０年度  ５２．０％ 
 平成２１年度  ５１．１％ 
【中小企業庁アンケート調査結果（２２、２３年度）より算出】 
  

 以上より、本租特における利用実績を算出すると以下のとおりとなる。
 
本租特における利用実績 
 平成１９年度  ３，４２５事業年度 
 平成２０年度  ２，４２１事業年度 
 平成２１年度  ２，２５４事業年度 

 したがって、中小企業技術基盤強化税制を利用した企業のうち半数以
上が本租特を利用していることから、適用数が想定外に僅少であるとは
言い難いといえる。 

また、主な業種別の本租特利用実績は以下のとおり多岐の業種にわた
っていることから、偏り無く適用されていると見なすことができる。 

 

              主な業種の本租特利用実績 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

金属製品工業 １１．８％ ９．７％ ６．３％

精密機械工業  １１．８％ １１．１％ ８．５

化工業 ８．２％ ８．３％ １２．７％

輸送用機器工業 ８．３％ ６．９％ ４．２％

食品工業 ７．１％ ８．３％ ４．２％

電気機械工業 ５．９％ ５６％ １２．７％

卸売・売業  ５．９％ ８．３％ ４．２％

ソフトウエア業 ３．５ ２．８％ ４．２％

 【中小企業庁アンケート調査結果（２２、２３年度）より算出】 
将来推計としては、現行の制度体系が変わらないものと仮定している

ことから、約２，５００～３，０００事業年度程度と推測される。 
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② 減収額 地方税における減収額 
減収額実績 
 平成１６年度 ２９億円 
 平成１７年度 ５３億円 
 平成１８年度 ５３億円 
 平成１９年度 ２９億円 
 平成２０年度 ４３億円 
 平成２１年度 ２３億円 

【国税庁会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実態」より算出】
   
  平成２２年度見込み ４３億円 
  平成２３年度見込み ２０億円 
  平成２４年度見込み １９億円 
【経済産業省・中小企業庁アンケート調査結果（２３年度）より推計】
 

（減収額実績の算出方法） 
「税務統計から見た法人企業の実態」より中小企業技術基盤強化税制

の利用実績及び増加型を利用した資本金１億円以下の企業の実績を足し
合わせて中小企業者による国税部分の減収額を算出したものに、１７．
３％を乗じて地方税にかかる減収額を試算した。 
 

（参考）国税における減収額 
減収額実績 （うち、税法上の中小企業分）  
 平成１６年度 ４，２３５億円（１６７億円） 
 平成１７年度 ５，６６３億円（３０９億円） 
 平成１８年度 ５，８２０億円（３０５億円） 
 平成１９年度 ６，２６９億円（１６７億円） 
 平成２０年度 ２，８８１億円（２４６億円） 
 平成２１年度 ２，５６５億円（１３１億円） 

【出典：国税庁 会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実態」】
 
減収額見込み（うち、税法上の中小企業分） 
 平成２２年度見込み ３，０５９億円（２４８億円） 
 平成２３年度見込み ２，９１５億円（１１３億円） 
平成２４年度見込み ２，５９１億円（１１２億円） 
【経済産業省・中小企業庁アンケート調査結果（２３年度）より推計】

 
（参考）国税のうち、増加型・高水準型における減収額 
減収額実績（うち、税法上の中小企業分） 
平成２０年度 １７８億円（１４億円） 

 平成２１年度 １３３億円（ ６億円） 
【出典：国税庁 会社標本調査結果「税務統計から見た法人企業の実態」】

 
減収額見込み（うち、税法上の中小企業分）  
平成２２年度見込み ２２１億円（８億円） 

 平成２３年度見込み １５１億円（４億円） 
 平成２４年度見込み １２６億円（３億円） 

【経済産業省・中小企業庁アンケート調査結果（２３年度）より推計】

③ 効果・達成

目標の実現

状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 15 年～平成 20 年） 

我が国は、主要先進諸国の中で最高水準の対ＧＤＰ研究開発投資比率
を維持しているが、４％には届いていない。 

 
主要国の対ＧＤＰ研究開発投資比率（単位：％） 

  2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

日本 3.20 3.17 3.32 3.41 3.44 3.42 
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中国 1.13 1.23 1.34 1.42 1.44 1.54 

韓国 2.49 2.68 2.79 3.01 3.21 3.37 

アメリカ 2.61 2.54 2.57 2.61 2.66 2.77 

イギリス 1.75 1.68 1.73 1.75 1.79 1.77 

カナダ 2.04 2.08 2.05 1.97 1.90 1.84 

ロシア 1.28 1.15 1.07 1.07 1.12 1.04 

フランス 2.17 2.15 2.10 2.10 2.04 2.02 

ドイツ 2.52 2.49 2.49 2.53 2.53 2.64 

イタリア 1.11 1.10 1.09 1.13 1.18 1.19 

出典：ＯＥＣＤ「Main Science and Technology Indicators 20010/01」
 

現在、我が国の官民合わせた研究開発投資のＧＤＰ比率は３．４２％
（２００８年）であり、当該目標は政府による研究開発投資と民間研究
開発投資とを合わせて達成すべきものであるところ、本租税特別措置は、
民間研究開発投資の促進に資するものである。また、民間研究開発投資
の対ＧＤＰ比率は２００８年時点で２．６９％という世界最高水準にあ
ることからすれば、主要先進諸国との研究開発投資拡充競争の中で、本
租税特別措置の効果により、民間研究開発投資の対ＧＤＰ比率を世界最
高水準に維持し続けることができれば、政策目標の達成に大きく寄与す
ることが可能と考えられる（当然、政府の研究開発予算の拡充も必要で
あることからすれば、本租税特別措置のみで達成可能な目標とは言えな
い）。 
《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平
成 15 年～平成 20 年） 

我が国は、主要先進諸国の中で最高水準の対ＧＤＰ民間研究開発投資
比率を維持している。 

 
主要先進諸国等における研究開発税制拡充競争が激化する中、本租税

特別措置の恒久化により、長期に安定した研究開発投資が促進されるこ
とで、政府目標である２０２０年度対ＧＤＰ民間研究開発費比率３％以
上の達成に寄与できる。 

 
主要国の対ＧＤＰ民間研究開発投資比率（単位：％） 

  2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

日本 2.40 2.38 2.54 2.63 2.68 2.69 

中国 0.71 0.82 0.91 1.01 1.04 1.13 

韓国 1.89 2.06 2.15 2.33 2.45 2.54 

アメリカ 1.81 1.76 1.80 1.86 1.92 2.01 

イギリス 1.11 1.05 1.06 1.08 1.12 1.10 

カナダ 1.16 1.18 1.15 1.11 1.04 1.00 

ロシア 0.88 0.79 0.73 0.72 0.72 0.65 

フランス 1.36 1.36 1.30 1.32 1.29 1.27 

ドイツ 1.76 1.74 1.72 1.77 1.77 1.85 

イタリア 0.52 0.52 0.55 0.55 0.61 0.60 

出典：ＯＥＣＤ「Main Science and Technology Indicators 2010/01」
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《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析
対象期間：平成２４年度～平成３３年度） 
 
 増加型・高水準型相当分： 

中小企業庁アンケート調査結果（平成２３年度）より、平成２４年度
の中小企業技術基盤強化税制のうち、増加型・高水準型相当分の減収額
を３．３億円と推計。その上で、上記要望に相当する内容について、減
収額及び投資押上げ効果に基づき、今回の拡充要望が実現しなかった場
合のＧＤＰ押し下げ効果を試算する。なお、今回の要望は恒久措置を求
めるものであるが、経済波及効果を分析するに当たっては、モデルを用
いて計算をする前提として、一定の期間を区切る必要があり、分析対象
期間は平成２４年度～平成３３年度までの１０年間とした。） 
 

平成２４年度の減税試算額における、租税特別措置の効果 
平成 24 年度減収額 ３．３億円（中企庁試算） 

    ↓ 地方税に換算：0.173 倍 
   平成 24 年度での地方税減収額：０．５７億円 
    ↓ 中小企業技術基盤強化税制による研究開発投資押上げ効果：
      1.59 倍 
   研究開発投資押上げ額：０．９億円 
    ↓ GDP 押し上げ効果（ﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙによる試算） 
   １０年間（平成24～33年度）累計のＧＤＰ押上げ効果（地方税分）：
   約３億円 
 
上記の試算に基づき、平成２４年度に増加型・高水準型の措置がなさ

れなかった場合におけるＧＤＰの押し下げ効果（平成２４年度～平成３
３年度の累計）は約３億円 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２４～３３
年度） 
 

経済波及効果の試算 （※２３年度の経済産業省・中小企業庁アンケ
ート結果に基づく） 
 

【研究開発税制全体（国税）】 

 ・平成２４年度減収額 ２,５９１億円 

（うち中小企業１１２億円 ※試算では小数点以下四捨五入前の１１１．５億円

を使用） 

  ↓ 研究開発税制による研究開発投資押上げ効果 

     大企業：1.26 倍 

     中小企業：1.59 倍 

 ・研究開発投資押上げ額 

     大企業：３,１２５億円（2480 億円×1.26 倍） 

     中小企業：１７７億円（112 億円×1.59 倍） 

  ↓ GDP 押上げ効果（ﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙによる計算） 

     大企業：１兆２７１９億円 

     中小企業：７２８億円 

・１０年間（平成２４～平成３３年度）累計のＧＤＰ押上げ効果：約
１兆３,４４７億円 

 

※地方税部分 

 ・平成２４年度減収額 １１２億円 （※試算では小数点以下四捨五入前の

１１１．５億円を使用） 

  ↓  地方税に換算：0.173 倍 

 ・平成２４年度での地方税減収額：１９億円 
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  ↓  研究開発税制による研究開発投資押上げ効果：1.59 倍 

 ・研究開発投資押上げ額：３０億円（19 億円×1.59 倍） 

  ↓  GDP 押上げ効果（ﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙによる計算）：１２４億円 

・１０年間（平成２４～平成３３年度）累計のＧＤＰ押上げ効果（地方税分）：

約１２４億円 

9 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

我が国においては、 
 ①企業の実施する研究開発費は国全体の研究開発費総額に占める割合

が高く（72.5%。 この値は米、英、独、仏、露、中、韓、日の８ヶ
国中、韓国に次いで２位）   

 ②企業が実施する研究開発費をほとんど企業自身の資金で賄い
（98.5%）、 
 ③政府による企業への直接支援が少ない（0.9%、上記８ヶ国中最低）。

すなわち、我が国のイノベーションは、企業が牽引しており、かつ、
企業が自らの負担で推進しているということができる。そのため、企業
の創意工夫のある自主的な研究開発を促進することが、成長力・国際競
争力強化の観点から極めて重要である。 

研究開発税制は、企業の法人税額負担を減少させることにより、創意
工夫あふれる自主的な研究開発投資を直接促す措置であり、妥当性があ
ると言える。 
・予算上の措置（委託費等）は、それぞれ国の政策に基づき助成等の対
象者及び研究テーマ等を設定することで、より特定された分野又は研究
開発段階における成果の獲得を目指す制度であることからすれば、あく
まで誘導的な政策支援であり、民間活力による自主的な研究開発投資を
幅広く促進することにより、我が国の経済成長を実現するためには、本
税制措置による支援が適切と考えられる。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

 予算上の措置（委託費等）は、それぞれ国の政策に基づき助成等の対
象者及び研究テーマ等を設定することで、より特定された分野又は研究
開発段階における成果の獲得を目指す制度であり、民間活力による研究
開発投資を幅広く促進する制度である税制措置とは支援目的と対象が異
なる。 
 また、諸外国においても、民間研究開発投資に対し、予算・税制両面
から積極的な支援が行われている。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

 我が国の法人企業が産出する付加価値額は、地域に根ざす中小企業に
よって全体の５割強が産出されてきた。（2009 年版中小企業白書）。 
 本税制を通して、その中小企業の研究開発環境を大企業よりも優遇す
ることにより、国全体でのイノベーションの促進・ものづくり産業の底
上げに加え、地域経済に対しても新規産業・雇用創出等、地域経済の持
続的な経済成長の実現につながることから、本税制は地方公共団体と国
とが一丸となって、取り組むに値する特例措置となっている。 

10 有識者の見解 
― 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
平成２２年８月 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

（中小企業投資促進税制）【国税】     （国税６）（法人税：義） 

2 要望の内容 中小企業者等が特定機械装置等の取得をした場合には、基準取得価額の

30％の特別償却又は７％の税額控除について、器具備品の試験機器等を対

象設備に追加した上で、その適用期限を２年間延長する。 

3 担当部局 情報流通行政局 情報流通振興課 

4 評価実施時期 平成 23 年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 
平成 10 年度 「総合経済対策」（平成 10 年４月）に伴う措置として創設

平成 11 年度 １年間の延長及び対象設備等の拡充（普通貨物自動車： 

車両総重量８㌧以上→3.5 ㌧以上） 

平成 12 年度 １年間の延長（平成 13 年５月までの適用期間延長） 

平成 13 年度 10 ヶ月の延長（平成 14 年３月までの適用期間の延長） 

平成 14 年度 ２年間の延長（平成 16 年３月までの適用期間の延長）、 

対象設備（機械・装置）の取得価額の引き下げ 

平成 16 年度 ２年間の延長（平成 18 年３月までの適用期間の延長）、 

対象設備（器具・備品）の取得価額の引き上げ 

平成 18 年度 ２年間の延長（平成 20 年３月までの適用期間の延長）、 

一定のソフトウェアの追加、器具・備品の見直し（デジタ

ル複合機の追加） 

平成 20 年度 ２年間の延長（平成 22 年３月までの適用期間の延長） 

平成 22 年度 ２年間の延長（平成 24 年３月までの適用期間の延長） 

6 適用又は延長期間 平成 24 年４月１日～同 26 年３月 31 日（２年間） 

7 必要性

等 
① 政策目的及

びその根拠 
《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

中小企業は、地域活性化の中心的役割を担い、我が国経済の国際競争力

を支える存在であるとの認識の下、我が国経済の生産性向上・成長の底上

げに不可欠な生産設備や ICT 化への投資の加速を図り、中小企業の経済活

動の活性化を支援する。 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法では、「中小企業に関する施策を総合的に推進すること」

等が定められている。また、民主党政策集 INDEX2009 では、「中小企業は

我が国経済の基盤であり、地域経済の柱のであり、雇用の大半を支える存

在です。このような観点から、税制により、中小企業の規模に応じて、そ

の活性化や競争力の向上を支援することは必要です。」との記述がある。

中小企業白書（2010 年版、閣議決定）において、中小企業投資促進税制

は、「中小企業者の設備投資を促進し、生産性の向上を図る」措置として

位置づけられている。 

新経済成長戦略 2008 改訂版（閣議決定）において、「生産性向上を図る

ため」の措置として、中小企業投資促進税制が位置づけられている。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

24 年度概算要求における政策評価体系図 
【総務省政策評価基本計画（平成 19 年総務省訓令第 60 号)】 
Ⅴ．情報通信（ICT 政策） 

２．情報通信技術高度利活用の推進 
Ⅵ．郵政行政 

郵政行政の推進 
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③ 達成目標及

び測定指標 
《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

中小企業における機械装置・ICT 投資等の設備投資の活発化・加速化を

支援することにより、生産性の向上及び経営の近代化・合理化を進め、多

様で効率的なサービスの提供を可能にすることにより、経済の活性化を図

る。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

近年の中小企業における設備投資動向を踏まえ、下記の①～③の指標を

すべて満たすことを目標とする。 

 

① 設備投資対キャッシュフロー比率の向上 

80％程度の水準まで改善させ、当該水準を維持する。 

② 設備投資実施企業割合の向上 

30％以上の水準まで改善させ、当該水準を維持する。 

③ 生産・営業用設備ＤＩ （ＤＩ＝「過剰」－「不足」） 

±５ポイント程度の水準まで改善させ、当該水準を維持する。 

 

また、本税制措置の適用期間中は、中小企業の設備投資対キャッシュフ

ロー比率、設備投資実施企業割合、生産営業用設備判断 DI について、前

年平均値と比較して５％ポイント程度向上させることを目指す。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

幅広い機械装置等を対象とした設備投資一般を促進することにより、中

小企業の生産性の向上、成長力の底上げ、もって経済の活性化を図ること

ができる。 

上記達成目標を設定することで、設備投資が活発に行われているかどう

か、一方で、過剰な設備投資が行われていないかを把握することが可能と

なり、それぞれの指標を満たすことで、設備投資を通じた生産性の向上、

経済の活性化に寄与するものである。 

本税制措置非利用企業における設備投資対キャッシュフローが約 49％

であるのに対し、利用企業は約 86％と目標の 80％を超えており、本税制

措置による投資拡大に寄与している。 

また、本税制措置を利用して設備を導入した企業のうち、「設備導入の

決定に際し、本税制措置が影響した」と答えた企業は約 51％であり、企業

の設備投資実施を大きく後押ししている。 

8 有効性

等 
① 適用数等 （過去５年間の適用数）（全省庁ベース） 

平成 18 年度 64,341 社 

平成 19 年度 64,156 社 

平成 20 年度 44,810 社 

平成 21 年度 32,398 社 

平成 22 年度 40,497 社 

（将来の推計）（全省庁ベース） 

平成 23 年度 39,687 社 

平成 24 年度 39,073 社 

平成 25 年度 38,469 社 

※ 平成 18～20 年度は、中小企業庁のアンケート調査より本税制と少額

特例の利用者数比を算出し、それを中小企業実態基本調査の少額特例利

用法人数に乗じて本税制の利用者数を推計 

※ 平成 21～25 年度は、本税制の対象となっている設備毎に中小企業実

態基本調査等を元に設備取得額を算出し、それら合計額の年度毎の伸び

率を乗じて推計 
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平成 21 年度会社標本調査によると、本特例の利用中小法人は約３万１

千法人となっており、想定外に僅少ではない。 

また、ほぼすべての業種がこの税制の適用対象となっており、税制の利

用状況（平成 22 年度に中小企業庁が実施したアンケート調査）を見ても、

以下のとおり想定外に特定の者に偏ってはいない。 

 

業種 建設業 製造業 情報通信業 サービス業 卸売業

割合（％） 12.1 34.7 9.0 11.0 17.5 

業種 小売業 不動産業 飲食・宿泊業 運輸業 その他

割合（％） 16.1 4.2 6.5 26.7 12.9 
 

② 減収額 

（過去５年間の減収額試算）（全省庁ベース） 
平成 19 年度 2,300 億円 
平成 20 年度 2,560 億円 
平成 21 年度 2,500 億円 
平成 22 年度 1,288 億円 
平成 23 年度 1,322 億円 （出典：財務省による試算） 

（将来の推計）（全省庁ベース） 
平成 24 年度 1,419 億円  （中小企業庁による試算） 

※ 本税制の対象となっている設備ごとに中小企業実態基本調査等を基
に設備取得額を算出し、減収額を推計 

③ 効果・達成

目標の実現

状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 18 年度～25 年度） 

本税制は、一定の価格要件を課すことにより生産性の高い設備取得を促

進するものであり、実際に約３万社の中小企業に利用されている。さらに、

本税制による設備投資の押し上げ効果が 1.22 倍と測定されており、経済

の生産性向上・成長の底上げに不可欠な生産設備や ICT 化への投資の加速

に寄与していることが伺える。 

８①に記載のとおり、将来的にも引き続き多くの中小企業に利用が見込

まれ、生産性の向上に資する設備投資等を加速させ、もって中小企業の経

済活動の活性化に寄与すると考えられる。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平

成 18 年度～25 年度） 

平成 16 年（2004 年）以降、平成 20 年（2008 年）第Ⅲ四半期まで設備

投資は堅調に推移（企業の投資性向である「設備投資対キャッシュフロー

比率」も上昇傾向で推移）。しかし、平成 20 年第Ⅳ四半期以降、世界的な

金融危機を背景とする景気の急落により、企業の収益が急激に悪化。生産

の落ち込み（稼働率の低下）により設備の過剰感が増し、設備投資を手控

えする傾向が顕著になっており、直近は若干の回復が見られるものの、い

まだ目標には達していない状況。 
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（全省庁ベース） 

年・期 
設備投資対キャ

ッシュフロー比率

設備投資実施企

業割合 

生産・営業用設

備判断 DI 

１８年 Ⅰ 62.2 年間 

平均値

32.1 年間 

平均値 

0 年間 

平均値Ⅱ 65.4 30.6 1 

Ⅲ 67.5 
66.6 

31 
31.3  

1 
0.5 

Ⅳ 71.3 31.3 0 

１９年 Ⅰ 75.4 年間 

平均値

30.7 年間 

平均値 

▲ 1  年間 

平均値Ⅱ 71.6 29.8 0 

Ⅲ 69.9 
71.8 

27.1 
28.3  

2 
0.5 

Ⅳ 70.3 25.4 1 

２０年 Ⅰ 71 年間 

平均値

26.3 年間 

平均値 

2 年間 

平均値Ⅱ 71.8 24.5 4 

Ⅲ 71.9 
70.8 

26.3 
25.0  

5 
5 

Ⅳ 68.4 22.9 9 

２１年 Ⅰ 64.8 年間 

平均値

19.3 年間 

平均値 

18 年間 

平均値Ⅱ 62.2 18.9 20 

Ⅲ 55.8 
58.8 

19.3 
19.6  

19 
18.5 

Ⅳ 52.5 20.7 17 

２２年 Ⅰ 51.1 年間 

平均値

21.6 年間 

平均値 

13 年間 

平均値Ⅱ 51.1 22.4 12 

Ⅲ 55.1 
53.1 

24.9 
23.5  

9 
10.5 

Ⅳ 55.2 25.2 8 

 
 平成 24 年度以降も引き続き本措置を継続することで、設備投資の活性
化を図っていく必要がある。平成 23 年度及び 24 年度の指標については、
以下の数値に向上させることを目指す。 
 
                  23 年度    24 年度 

設備投資対キャッシュフロー比率      58.1    63.1 
設備投資実施企業割合         28.5    33.1 
生産・営業用設備判断 DI              5.5      0.5 
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《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析
対象期間：平成 24 年度～25 年度） 

我が国経済は、アメリカ発の金融危機に端を発する景気後退から持ち直
してきているが、自律的な回復といえる状況には至っていない。特に、中
小企業の業況は、その水準自体は依然として低く、厳しい状況が続いてお
り、設備投資を手控えする傾向が顕著となっている。このような厳しい経
済情勢の中にあって、生産性向上のために前向きな設備投資を行う中小企
業を支援するための施策を廃止した場合、急減した設備投資を下支えする
という短期的な効果のみならず、我が国経済の成長力を中長期的に維持し
ていくことが出来なくなるおそれがある。 

本税制措置による設備投資の押し上げ（下支え）効果の具体的な数値と
して、設備投資関数分析に広く採用されている資本コストモデルを用いて
租税特別措置がなかった場合の設備投資額を推計し、実際の設備投資額と
の比較を行って試算した結果、本税制措置による減収額に対して、1.22
倍の設備投資押し上げ効果が得られるという試算がある。 

他方、近年、中国等のアジア諸国の企業の競争力向上、EU 等における
環境規制の強化、東日本大震災による原発事故や相次ぐ製品事故等に伴う
品質・性能に対する消費者の安全意識の高まり等の環境変化を受け、製品
の品質向上に資する設備の導入ニーズが高まっているところ。 

厳しい内外環境の中で、自立的な成長発展を目指す中小企業を強力に支
援するため、税制面においても、品質・生産性の向上に資する度量衡器、
試験機器及び測定機器を中小企業投資促進税制の対象として加えること
により、中小企業の品質・生産性向上のための取り組みを強力に後押しす
ることが必要。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 18 年度～25
年度） 

本税制措置による設備投資の押し上げ（下支え）効果の具体的な数値と
しては、本税制措置による減収額に対して、1.22 倍の設備投資押し上げ
効果が得られているとの試算がある（注１）。これを基に、マクロ的な経
済効果を試算した場合、設備投資増加額は 789 億円となり（注２）、これ
による GDP 押し上げ効果は 915 億円、各産業への生産誘発効果は 1,750 億
円、雇用誘発効果は 12,466 人と試算される（注３）。 

適用期間が延長された場合の平成 24、25 年度においても、引き続き本
税制措置による同様の設備投資・GDP 押し上げ等が期待される。 

（※上記の試算は、平成 23 年度に中小企業庁から山田ビジネスコンサ
ルティング株式会社への委託事業の一環として実施したものであり、暫定
的なもの。） 
 
（注１） 設備投資関数分析に広く採用されている資本コストモデルを用

いて租税特別措置がなかった場合の設備投資額を推計し、実際の
設備投資額との比較を行って試算したもの。 

（注２） 中小企業投資促進税制の減収額をベースに試算している。 
（注３） GDP 押し上げ効果の算出に当たっては、代表的なマクロ計量モ

デルにおける公共投資乗数効果を用いた（複数のモデルの平均値
を採用）。生産誘発額については、GDP 押し上げ効果（金額）を
産業別の中小企業投資額に応じて産業別の最終需要増加額を推
計し、これに産業連関表のレオンチェフ逆行列係数を乗じて算出
した。また、この生産誘発額に産業連関表の雇用係数を乗じて雇
用誘発効果を算出した。 
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また、減収額と達成目標の実現状況を対比すると以下のとおり。 

 

年度 減収額

（億円）

設備投資対

キャッシュ 

フロー比率

（％） 

設備投資 

実施企業割合 

（％） 

生産・営業用

設備判断 DI

18 2,110 66.6 31.3 0.5 

19 2,300 71.8 28.3 0.5 

20 2,560 70.8 25.0 5.0 

21 2,500 58.8 19.6 18.5 

22 1,288 53.1 23.5 10.5 

23 1,486 58.1 28.5 5.5 

24 1,419 63.1 33.1 0.5 

 
我が国経済は、アメリカ発の金融危機に端を発する景気後退から持ち直

してきているが、自律的な回復といえる状況には至っていない。特に、中
小企業の業況は、その水準自体は依然として低く、厳しい状況が続いてお
り、設備投資を手控えする傾向が顕著となっている。 

しかし、本税制措置は、税額控除と特別償却の選択適用を可能としてい
るが、これにより、事業者は設備投資初年度の税負担軽減による資金繰り
の緩和、償却費用の前倒しによる投下資金の早期回収を図ることが可能と
なる。これらの施策は企業の資金繰りにメリットを生じさせる効果がある
ため、事業者にとって設備投資へのインセンティブとなる。 

加えて、本税制措置では、中小企業の設備投資を幅広く支援するため、
ほぼすべての業種を対象として、機械装置全般、一定の器具備品、ソフト
ウェア、普通貨物自動車、内航船舶を取得する場合（リースも含む）に適
用を可能とする一方、取得価額要件（一定金額以上の設備投資を対象）の
設定や、一部の資産について一定スペック以上のものに範囲を限定するこ
とにより、事業の高度化や生産性向上に資する設備投資に照準を当てて支
援を行うべく、制度設計がなされているものである。 

将来的にも、引き続き多くの中小企業に利用が見込まれ、生産性の向上
に資する設備投資等を加速させ、もって中小企業の経済活動の活性化に寄
与すると考えられる。 

 

9 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

経済全体として設備投資を手控えする傾向が顕著となっている中にあ
っても、生産性向上のために前向きな設備投資を行う中小企業を支援する
ため、設備投資初年度の税負担軽減による資金繰りの緩和や、特別償却（償
却費用の前倒し）による投下資金の早期回収が可能な税制措置を講じるこ
とは、急減した設備投資を下支えするという短期的な効果のみならず、我
が国経済の成長力を中長期的に維持していく上で、必要不可欠な施策であ
る。 

中小企業の設備投資は、その企業の資金状況や業況等により左右される
ため、最近の著しい技術革新の中で時代に即応した中小企業の機動的な投
資を促進するためには、設備投資に際して多くの選択肢を持つことが有益
である。よって、ほぼすべての業種で利用可能であり、対象設備も広い本
税制措置は必要不可欠である。さらに、取得価格の下限額を設定すること
によって設備の近代化・生産性の向上等を後押ししている。 
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② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

本税制措置は、中小企業等の幅広い機械装置等を対象とした設備投資一
般を促進することにより、中小企業の生産性の向上、成長力の底上げを図
ることを通じて、中小企業の経営安定を図ることを目的としているもので
あるが、本税制措置と同一の目的・対象要件で交付される補助金等の予算
上の措置及び財投による融資制度等は存在しない。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本税制により中小企業の設備投資を促進することにより、中小企業の生
産性向上を通じて当該中小企業の経営基盤の安定・強化が図られ、利益の
増加により、雇用の創出や取引先の拡大など、地域の経済の活性化に資す
る。 

10 有識者の見解 
― 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
― 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 
中小企業投資促進税制の拡充・延長【地方税】 

（地方税７）（法人住民税、事業税：義） 

2 要望の内容 中小企業者等が特定機械装置等の取得をした場合には、基準取得価額の

30％の特別償却又は７％の税額控除について、器具備品の試験機器等を対

象設備に追加した上で、その適用期限を２年間延長する（租税特別措置法

第 10 条の３、第 42 条の６において措置された場合、国税との自動連動を

図る。）。 

3 担当部局 情報流通行政局 情報流通振興課 

4 評価実施時期 平成 23 年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 
平成 10 年度 「総合経済対策」（平成 10 年４月）に伴う措置として創設

平成 11 年度 １年間の延長及び対象設備等の拡充（普通貨物自動車： 

車両総重量８㌧以上→3.5 ㌧以上） 

平成 12 年度 １年間の延長（平成 13 年５月までの適用期間延長） 

平成 13 年度 10 ヶ月の延長（平成 14 年３月までの適用期間の延長） 

平成 14 年度 ２年間の延長（平成 16 年３月までの適用期間の延長）、 

対象設備（機械・装置）の取得価額の引き下げ 

平成 16 年度 ２年間の延長（平成 18 年３月までの適用期間の延長）、 

対象設備（器具・備品）の取得価額の引き上げ 

平成 18 年度 ２年間の延長（平成 20 年３月までの適用期間の延長）、 

一定のソフトウェアの追加、器具・備品の見直し（デジタ

ル複合機の追加） 

平成 20 年度 ２年間の延長（平成 22 年３月までの適用期間の延長） 

平成 22 年度 ２年間の延長（平成 24 年３月までの適用期間の延長） 

6 適用又は延長期間 平成 24 年４月１日～同 26 年３月 31 日（２年間） 

7 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

中小企業は、地域活性化の中心的役割を担い、我が国経済の国際競争力

を支える存在であるとの認識の下、我が国経済の生産性向上・成長の底上

げに不可欠な生産設備や ICT 化への投資の加速を図り、中小企業の経済活

動の活性化を支援する。 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法では、「中小企業に関する施策を総合的に推進すること」

等が定められている。また、民主党政策集 INDEX2009 では、「中小企業は

我が国経済の基盤であり、地域経済の柱のであり、雇用の大半を支える存

在です。このような観点から、税制により、中小企業の規模に応じて、そ

の活性化や競争力の向上を支援することは必要です。」との記述がある。

中小企業白書（2010 年版、閣議決定）において、中小企業投資促進税制

は、「中小企業者の設備投資を促進し、生産性の向上を図る」措置として

位置づけられている。 

新経済成長戦略 2008 改訂版（閣議決定）において、「生産性向上を図る

ため」の措置として、中小企業投資促進税制が位置づけられている。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

24 年度概算要求における政策評価体系図 

【総務省政策評価基本計画（平成 19 年総務省訓令第 60 号)】 

Ⅴ．情報通信（ICT 政策） 

２．情報通信技術高度利活用の推進 

Ⅵ．郵政行政 

郵政行政の推進 
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③ 達成目標及

び測定指標 
《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

中小企業における機械装置・ICT 投資等の設備投資の活発化・加速化を

支援することにより、生産性の向上及び経営の近代化・合理化を進め、多

様で効率的なサービスの提供を可能にすることにより、経済の活性化を図

る。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

近年の中小企業における設備投資動向を踏まえ、下記の①～③の指標を

すべて満たすことを目標とする。 

 

① 設備投資対キャッシュフロー比率の向上 

80％程度の水準まで改善させ、当該水準を維持する。 

② 設備投資実施企業割合の向上 

30％以上の水準まで改善させ、当該水準を維持する。 

③ 生産・営業用設備ＤＩ （ＤＩ＝「過剰」－「不足」） 

±５ポイント程度の水準まで改善させ、当該水準を維持する。 

 

また、本税制措置の適用期間中は、中小企業の設備投資対キャッシュフ

ロー比率、設備投資実施企業割合、生産営業用設備判断 DI について、前

年平均値と比較して５％ポイント程度向上させることを目指す。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

幅広い機械装置等を対象とした設備投資一般を促進することにより、中

小企業の生産性の向上、成長力の底上げ、もって経済の活性化を図ること

ができる。 

上記達成目標を設定することで、設備投資が活発に行われているかどう

か、一方で、過剰な設備投資が行われていないかを把握することが可能と

なり、それぞれの指標を満たすことで、設備投資を通じた生産性の向上、

経済の活性化に寄与するものである。 

本税制措置非利用企業における設備投資対キャッシュフローが約 49％

であるのに対し、利用企業は約 86％と目標の 80％を超えており、本税制

措置による投資拡大に寄与している。 

また、本税制措置を利用して設備を導入した企業のうち、「設備導入の

決定に際し、本税制措置が影響した」と答えた企業は約 51％であり、企業

の設備投資実施を大きく後押ししている。 

8 有効性

等 

① 適用数等 （過去５年間の適用数）（全省庁ベース） 

平成 18 年度 64,341 社 

平成 19 年度 64,156 社 

平成 20 年度 44,810 社 

平成 21 年度 32,398 社 

平成 22 年度 40,497 社 

（将来の推計）（全省庁ベース） 

平成 23 年度 39,687 社 

平成 24 年度 39,073 社 

平成 25 年度 38,469 社 

※ 平成 18～20 年度は、中小企業庁のアンケート調査より本税制と少額

特例の利用者数比を算出し、それを中小企業実態基本調査の少額特例利

用法人数に乗じて本税制の利用者数を推計 

※ 平成 21～25 年度は、本税制の対象となっている設備毎に中小企業実

態基本調査等を元に設備取得額を算出し、それら合計額の年度毎の伸び

率を乗じて推計 

25



 

 

平成 21 年度会社標本調査によると、本特例の利用中小法人は約３万１

千法人となっており、想定外に僅少ではない。 

また、ほぼすべての業種がこの税制の適用対象となっており、税制の利

用状況（平成 22 年度に中小企業庁が実施したアンケート調査）を見ても、

以下のとおり想定外に特定の者に偏ってはいない。 
 

業種 建設業 製造業 情報通信業 サービス業 卸売業

割合（％） 12.1 34.7 9.0 11.0 17.5 

業種 小売業 不動産業 飲食・宿泊業 運輸業 その他

割合（％） 16.1 4.2 6.5 26.7 12.9 

 

 

② 減収額 

（過去５年間の減収額試算）（全省庁ベース） 

平成 19 年度 2,300 億円 

平成 20 年度 2,560 億円 

平成 21 年度 2,500 億円 

平成 22 年度 1,288 億円 

平成 23 年度 1,322 億円 （出典：財務省による試算） 

（将来の推計）（全省庁ベース） 

平成 24 年度 1,419 億円  （中小企業庁による試算） 

※ 本税制の対象となっている設備ごとに中小企業実態基本調査等を基

に設備取得額を算出し、減収額を推計 

③ 効果・達成

目標の実現

状況 
《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 18 年度～25 年度） 

本税制は、一定の価格要件を課すことにより生産性の高い設備取得を促

進するものであり、実際に約３万社の中小企業に利用されている。さらに、

本税制による設備投資の押し上げ効果が 1.22 倍と測定されており、経済

の生産性向上・成長の底上げに不可欠な生産設備や ICT 化への投資の加速

に寄与していることが伺える。 

８①に記載のとおり、将来的にも引き続き多くの中小企業に利用が見込

まれ、生産性の向上に資する設備投資等を加速させ、もって中小企業の経

済活動の活性化に寄与すると考えられる。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平
成 18 年度～25 年度） 

平成 16 年（2004 年）以降、平成 20 年（2008 年）第Ⅲ四半期まで設備
投資は堅調に推移（企業の投資性向である「設備投資対キャッシュフロー
比率」も上昇傾向で推移）。しかし、平成 20 年第Ⅳ四半期以降、世界的な
金融危機を背景とする景気の急落により、企業の収益が急激に悪化。生産
の落ち込み（稼働率の低下）により設備の過剰感が増し、設備投資を手控
えする傾向が顕著になっており、直近は若干の回復が見られるものの、い
まだ目標には達していない状況。 
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（全省庁ベース） 

年・期 
設備投資対キャ

ッシュフロー比率

設備投資実施企

業割合 

生産・営業用設

備判断 DI 

１８年 Ⅰ 62.2 年間 

平均値

32.1 年間 

平均値 

0 年間 

平均値Ⅱ 65.4 30.6 1 

Ⅲ 67.5 
66.6 

31 
31.3  

1 
0.5 

Ⅳ 71.3 31.3 0 

１９年 Ⅰ 75.4 年間 

平均値

30.7 年間 

平均値 

▲ 1  年間 

平均値Ⅱ 71.6 29.8 0 

Ⅲ 69.9 
71.8 

27.1 
28.3  

2 
0.5 

Ⅳ 70.3 25.4 1 

２０年 Ⅰ 71 年間 

平均値

26.3 年間 

平均値 

2 年間 

平均値Ⅱ 71.8 24.5 4 

Ⅲ 71.9 
70.8 

26.3 
25.0  

5 
5 

Ⅳ 68.4 22.9 9 

２１年 Ⅰ 64.8 年間 

平均値

19.3 年間 

平均値 

18 年間 

平均値Ⅱ 62.2 18.9 20 

Ⅲ 55.8 
58.8 

19.3 
19.6  

19 
18.5 

Ⅳ 52.5 20.7 17 

２２年 Ⅰ 51.1 年間 

平均値

21.6 年間 

平均値 

13 年間 

平均値Ⅱ 51.1 22.4 12 

Ⅲ 55.1 
53.1 

24.9 
23.5  

9 
10.5 

Ⅳ 55.2 25.2 8 

 
 平成 24 年度以降も引き続き本措置を継続することで、設備投資の活性化
を図っていく必要がある。平成 23 年度及び 24 年度の指標については、以
下の数値に向上させることを目指す。 
 
                 23 年度   24 年度 

設備投資対キャッシュフロー比率    58.1    63.1 
設備投資実施企業割合       28.5    33.1 
生産・営業用設備判断 DI            5.5     0.5 
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《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析

対象期間：平成 24 年度～25 年度） 

我が国経済は、アメリカ発の金融危機に端を発する景気後退から持ち直

してきているが、自律的な回復といえる状況には至っていない。特に、中

小企業の業況は、その水準自体は依然として低く、厳しい状況が続いてお

り、設備投資を手控えする傾向が顕著となっている。このような厳しい経

済情勢の中にあって、生産性向上のために前向きな設備投資を行う中小企

業を支援するための施策を廃止した場合、急減した設備投資を下支えする

という短期的な効果のみならず、我が国経済の成長力を中長期的に維持し

ていくことが出来なくなるおそれがある。 

本税制措置による設備投資の押し上げ（下支え）効果の具体的な数値と

して、設備投資関数分析に広く採用されている資本コストモデルを用いて

租税特別措置がなかった場合の設備投資額を推計し、実際の設備投資額と

の比較を行って試算した結果、本税制措置による減収額に対して、1.22

倍の設備投資押し上げ効果が得られるという試算がある。 

他方、近年、中国等のアジア諸国の企業の競争力向上、EU 等における

環境規制の強化、東日本大震災による原発事故や相次ぐ製品事故等に伴う

品質・性能に対する消費者の安全意識の高まり等の環境変化を受け、製品

の品質向上に資する設備の導入ニーズが高まっているところ。 

厳しい内外環境の中で、自立的な成長発展を目指す中小企業を強力に支

援するため、税制面においても、品質・生産性の向上に資する度量衡器、

試験機器及び測定機器を中小企業投資促進税制の対象として加えること

により、中小企業の品質・生産性向上のための取り組みを強力に後押しす

ることが必要。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 18 年度～25
年度） 

本税制措置による設備投資の押し上げ（下支え）効果の具体的な数値と

しては、本税制措置による減収額に対して、1.22 倍の設備投資押し上げ

効果が得られているとの試算がある（注１）。これを基に、マクロ的な経

済効果を試算した場合、設備投資増加額は 789 億円となり（注２）、これ

による GDP 押し上げ効果は 915 億円、各産業への生産誘発効果は 1,750 億

円、雇用誘発効果は 12,466 人と試算される（注３）。 

適用期間が延長された場合の平成 24、25 年度においても、引き続き本

税制措置による同様の設備投資・GDP 押し上げ等が期待される。 

（※上記の試算は、平成 23 年度に中小企業庁から山田ビジネスコンサ

ルティング株式会社への委託事業の一環として実施したものであり、暫定

的なもの。） 

 

（注１） 設備投資関数分析に広く採用されている資本コストモデルを用

いて租税特別措置がなかった場合の設備投資額を推計し、実際の

設備投資額との比較を行って試算したもの。 

（注２） 中小企業投資促進税制の減収額をベースに試算している。 

（注３） GDP 押し上げ効果の算出に当たっては、代表的なマクロ計量モ

デルにおける公共投資乗数効果を用いた（複数のモデルの平均値

を採用）。生産誘発額については、GDP 押し上げ効果（金額）を

産業別の中小企業投資額に応じて産業別の最終需要増加額を推

計し、これに産業連関表のレオンチェフ逆行列係数を乗じて算出

した。また、この生産誘発額に産業連関表の雇用係数を乗じて雇

用誘発効果を算出した。 
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 また、減収額と達成目標の実現状況を対比すると以下のとおり。 

 

年度 減収額

（億円）

設備投資対

キャッシュ 

フロー比率

（％） 

設備投資 

実施企業割合 

（％） 

生産・営業用

設備判断 DI

18 2,110 66.6 31.3 0.5 

19 2,300 71.8 28.3 0.5 

20 2,560 70.8 25.0 5.0 

21 2,500 58.8 19.6 18.5 

22 1,288 53.1 23.5 10.5 

23 1,486 58.1 28.5 5.5 

24 1,419 63.1 33.1 0.5 

 

我が国経済は、アメリカ発の金融危機に端を発する景気後退から持ち直

してきているが、自律的な回復といえる状況には至っていない。特に、中

小企業の業況は、その水準自体は依然として低く、厳しい状況が続いてお

り、設備投資を手控えする傾向が顕著となっている。 

しかし、本税制措置は、税額控除と特別償却の選択適用を可能としてい

るが、これにより、事業者は設備投資初年度の税負担軽減による資金繰り

の緩和、償却費用の前倒しによる投下資金の早期回収を図ることが可能と

なる。これらの施策は企業の資金繰りにメリットを生じさせる効果がある

ため、事業者にとって設備投資へのインセンティブとなる。 

加えて、本税制措置では、中小企業の設備投資を幅広く支援するため、

ほぼすべての業種を対象として、機械装置全般、一定の器具備品、ソフト

ウェア、普通貨物自動車、内航船舶を取得する場合（リースも含む）に適

用を可能とする一方、取得価額要件（一定金額以上の設備投資を対象）の

設定や、一部の資産について一定スペック以上のものに範囲を限定するこ

とにより、事業の高度化や生産性向上に資する設備投資に照準を当てて支

援を行うべく、制度設計がなされているものである。 

将来的にも、引き続き多くの中小企業に利用が見込まれ、生産性の向上

に資する設備投資等を加速させ、もって中小企業の経済活動の活性化に寄

与すると考えられる。 

9 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

経済全体として設備投資を手控えする傾向が顕著となっている中にあ

っても、生産性向上のために前向きな設備投資を行う中小企業を支援する

ため、設備投資初年度の税負担軽減による資金繰りの緩和や、特別償却（償

却費用の前倒し）による投下資金の早期回収が可能な税制措置を講じるこ

とは、急減した設備投資を下支えするという短期的な効果のみならず、我

が国経済の成長力を中長期的に維持していく上で、必要不可欠な施策であ

る。 

中小企業の設備投資は、その企業の資金状況や業況等により左右される

ため、最近の著しい技術革新の中で時代に即応した中小企業の機動的な投

資を促進するためには、設備投資に際して多くの選択肢を持つことが有益

である。よって、ほぼすべての業種で利用可能であり、対象設備も広い本

税制措置は必要不可欠である。さらに、取得価格の下限額を設定すること

によって設備の近代化・生産性の向上等を後押ししている。 
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② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

本税制措置は、中小企業等の幅広い機械装置等を対象とした設備投資一

般を促進することにより、中小企業の生産性の向上、成長力の底上げを図

ることを通じて、中小企業の経営安定を図ることを目的としているもので

あるが、本税制措置と同一の目的・対象要件で交付される補助金等の予算

上の措置及び財投による融資制度等は存在しない。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本税制により中小企業の設備投資を促進することにより、中小企業の生

産性向上を通じて当該中小企業の経営基盤の安定・強化が図られ、利益の

増加により、雇用の創出や取引先の拡大など、地域の経済の活性化に資す

る。 

10 有識者の見解 
― 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
― 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例【国税】 
（国税７）（法人税：義） 

2 要望の内容 中小企業者が取得価額 30 万円未満の減価償却資産を取得した場合、当
該減価償却資産の年間の取得価額の合計額 300 万円を限度として、全額損
金算入(即時償却)の適用期限を２年間延長する。 

3 担当部局 情報流通行政局 情報流通振興課 

4 評価実施時期 平成 23 年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 
平成 15 年度 創設 
平成 18 年度 損金算入額の上限を年間 300 万円とした上で２年間の延長

（平成 20 年３月までの適用期間の延長） 
平成 20 年度 ２年間の延長（平成 22 年３月までの適用期間の延長） 
平成 22 年度 ２年間の延長（平成 24 年３月までの適用期間の延長） 

6 適用又は延長期間 平成 24 年４月１日～同 26 年３月 31 日（２年間） 

7 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

中小企業は、地域活性化の中心的役割を担い、我が国経済の国際競争力
を支える存在であるとの認識の下、未曾有の経済危機及び震災等による直
接的・間接的な影響の中で一層厳しい経営環境に置かれている中小企業に
対して事務負担の軽減を図るとともに、小規模企業を中心に事務効率の向
上等に資する設備投資を促進させることで、中小企業の活力向上と我が国
経済の活性化を図る。 
《政策目的の根拠》 

中小企業基本法では、「中小企業に関する施策を総合的に推進すること」
等が定められている。また、民主党政策集 INDEX2009 では、「中小企業は
我が国経済の基盤であり、地域経済の柱のであり、雇用の大半を支える存
在です。このような観点から、税制により、中小企業の規模に応じて、そ
の活性化や競争力の向上を支援することは必要です。」との記述がある。

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

24 年度概算要求における政策評価体系図 
【総務省政策評価基本計画（平成 19 年総務省訓令第 60 号)】 
Ⅴ．情報通信（ＩＣＴ政策） 

２．情報通信技術高度利活用の推進 
Ⅵ．郵政行政 

郵政行政の推進 

③ 達成目標及

び測定指標 
《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

中小企業の中でも、特に規模の小さい企業において本措置が多く活用さ
れており、事務処理能力・事業効率の向上が図られたと判断される指標と
して、個人事業主に関しては、平成 24 年に実施する「個人企業経済調査」
（総務省）での従業員数 20 名未満の個人事業主におけるパソコンの利用
割合５割への到達を目指す。法人に関しては、平成 24 年に実施する「会
計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート調査」（中
小企業庁）での従業員数 20 名未満の企業におけるパソコンの利用割合が、
20 名以上の企業の水準である９割への到達を目指す。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

個人事業主：「個人企業経済調査」（総務省）での従業員 20 名未満の事業
者におけるパソコン利用割合 

法人：「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケー
ト調査」（中小企業庁）での従業員数 20 名未満の企業におけるパソコ
ンの利用割合 
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《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

中小企業の中でも、特に規模の小さい企業においては、経理担当の人員
が少なく、適時適切な経営状況の把握もままならない状況である。資金調
達環境や新規顧客開拓に困難を有する中小企業においては、少ない経理体
制の中で効率的な事務を行うことが非常に重要であり、本措置により償却
資産管理や納税事務負担の軽減を図るとともに、パソコン導入等事務の効
率化に資する設備投資を促進する意義は非常に大きい。 

本措置により事務処理能力・事業効率の向上が図られた場合、少ない人
員の経理体制の中でも適時正確な経営成績の把握が可能となり、事業見通
しの分析や財務諸表の信用力が向上することによって、新規顧客開拓や金
融調達環境の改善に寄与する。また、経理能力の向上は、正規の簿記の原
則に従って記録し、その帳簿書類に基づいた貸借対照表、損益計算書を確
定申告に添付させる「青色申告」の利用インセンティブにも繋がり、中小
企業施策の一層の普及・活用を促進することとなり、これらから、中小企
業の活力向上と我が国経済の活性化が図られる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 各年度における適用企業数及び損金算入金額（全省庁ベース） 
（過去５年分） 

平成 17 年度 222,811 社 377,926 百万円 
平成 18 年度 219,819 社 142,403 百万円 
平成 19 年度 289,794 社 222,348 百万円 
平成 20 年度 321,090 社 202,899 百万円 
平成 21 年度 280,524 社 167,325 百万円 

（将来推計） 
平成 22 年度 288,097 社 171,842 百万円 
平成 23 年度 231,341 社 137,989 百万円 
平成 24 年度 211,676 社 126,260 百万円 

（出典）「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 
※ 算定根拠は、別紙参照 
 

本税制措置は、小規模企業を始めとして多くの企業が利用している。 
本措置の平成 21 年度の利用実績の詳細は、以下のとおり。 

・ 法人（全中小法人数：1,428,557 社） 
黒字中小法人数：387,139 社（1,428,557 社×27.1％） 
本措置を利用した中小法人数：172,885 社（44.7％） 

従業員数 20 名以下 123,751 社（71.6％） 
従業員数 21 名以上 49,134 社（28.4％） 

・ 個人事業主（全個人事業主数：2,221,952 社） 
本措置を利用した個人事業主数：107,639 社（4.8％） 

（出典）平成 22 年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 
平成 21 年度「会社標本調査」（国税庁） 

 
また、すべての業種がこの税制の適用対象となっており、利用状況（平

成 22 年中小企業実態調査）を見ても、以下のとおり特定の者に偏っては
いない。 
 

業種 建設業 製造業 情報通信業 運輸業 卸売業

割合（％） 15.0 18.6 3.4 2.9 8.7 

業種 小売業 不動産業 飲食・宿泊業 
サービ

ス業 
その他

割合（％） 15.4 8.3 6.2 14.0 7.4 

 

 

 

32



 

 

② 減収額 （過去５年間の減収額試算）（全省庁ベース） 
平成 18 年度 410 億円 
平成 19 年度 460 億円 
平成 20 年度 520 億円 
平成 21 年度 290 億円 
平成 22 年度 164 億円 

（将来の推計）（全省庁ベース） 
平成 23 年度 268 億円 
平成 24 年度 245 億円 

※ 算定根拠 
 ・ 平成 18 年度～23 年度は、財務省による試算 
 ・ 平成 24 年度は、財務省による平成 23 年度の減収試算額に日銀短観

の中小企業におけるソフトウェアを含む設備投資額（除く土地投資
額）の伸び率（平成 23 年６月調査における平成 22 年度実績値と平成
23 年度計画値の平均値）を掛けて算出。 

③ 効果・達成

目標の実現

状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 22 年４月～同 26 年３月）

本措置が中小企業の事務負担軽減、事業効率向上に寄与している効果
は、下記アンケートデータから定性的に確認できる。 
○ 直近の事業年度において本措置を利用して取得した設備 

パソコン：37.5％（法人のみ） 
○ 本措置を利用したことによる効果 

全額必要経費算入による経理事務負担減少：48.0％ 
パソコン導入による事務の効率化：28.2％ 
パソコン導入による経理事務の効率化：18.3％ 

 
本特例を利用したことにより特例利用中小企業の事務負担軽減、事業効

率の向上等が図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の労働生
産性を向上させる効果が定量的に確認できる。 
・回帰分析による定量分析（労働生産性と少額特例利用額の関係） 

少額特例利用額が１％増加すると、従業員一人当たりの売上高（労働生
産性）が 0.17％増加する。 
・経済波及効果 

本特例により、中小企業全体の労働生産性を 4.5％押し上げる効果があ
る。 
（出典）平成 22 年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 

平成 23 年「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁）
《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平
成 22 年４月～同 26 年３月） 

○ 中小企業におけるパソコン利用状況（括弧内は、平成 22 年要望時）
・個人事業主 
従業員数 20 名未満：27.6％（前回 28.5％：前回比▲0.9 ポイント）
従業員数 20 名以上：71.4％（前回 85.7％：前回比▲14.3 ポイント）

・法人 
従業員数 20 名未満：64.9％（前回 75.1％：前回比▲10.2 ポイント）
従業員数 20 名以上：90.4％（前回 91.7％：前回比▲1.3 ポイント）

（出典） 
個人事業主：平成 20、22 年「個人企業経済調査」（総務省） 
法人：平成 20、22 年「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営

者の意識アンケート調査」（中小企業庁）から算出 
 

個人事業主に関しては、平成 22 年「個人企業経済調査」（総務省）にお
ける雇用が 20 名未満の事業者におけるパソコンの利用割合は、27.6％と
なっている。平成 15 年（措置創設時）の 19.6％と比較すれば一定の効果
が見られるが、目標である５割には未達。 
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法人に関しては、平成 22 年「会計処理・財務情報開示に関する中小企
業経営者の意識アンケート調査」（中小企業庁）における従業員 20 名未満
の企業のパソコンの利用割合は 64.9％であり、目標である９割には未達。

平成 23 年度及び 24 年度の指標については、以下の数値に向上させるこ
とを目指す。 
・ 個人事業主 
  従業員数 20 名未満の事業者におけるパソコンの利用割合 50％ 
・ 法人 
  従業員数 20 名未満の企業におけるパソコンの利用割合 90％ 
 

平成 23 年度中小企業税制に関するアンケート調査によると、本措置を
利用した企業のうち、今後も本措置を利用して設備等の購入をしたいと回
答した企業の割合が 83.9％に上るなど、将来においても、本措置を利用し
た設備投資の促進による事務効率の向上と、中小企業の活力向上及び我が
国経済の活性化が見込まれることから、目標達成のためには、本措置が引
き続き必要である。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対象

期間：平成 22 年４月～同 26 年３月） 

本措置が延長されない場合、法人 172,885 社、個人企業 107,639 社、合計

280,524 社に影響が及ぶ。投資額としては 167,325 百万円が縮小。 

なお、本措置は、中小法人のうち、83.9％が今後利用の意向あり、延長され

ない場合、事務効率化を意図した少額設備投資の鈍化が予想される。 

（出典） 

平成 22 年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 

平成 23 年「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁） 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 22 年４月～
同 26 年３月） 

本措置が中小企業の事務負担軽減、事業効率向上に寄与している効果
は、下記アンケートデータから定性的に確認できる。 
○ 直近の事業年度において本措置を利用して取得した設備 

パソコン：37.5％（法人のみ） 
○ 本措置を利用したことによる効果（法人のみ） 

全額必要経費算入による経理事務負担減少：48.0％ 
   パソコン導入による事務の効率化：28.2％ 
   パソコン導入による経理事務の効率化：18.3％ 
 

本特例を利用したことにより特例利用中小企業の事務負担軽減、事業効
率の向上等が図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の労働生
産性を向上させる効果が定量的に確認できる。 
・回帰分析による定量分析（労働生産性と少額特例利用額の関係） 

少額特例利用額が１％増加すると、従業員一人当たりの売上高（労働生
産性）が 0.17％増加する。 
・経済波及効果 

本特例により、中小企業全体の労働生産性を 4.5％押し上げる効果があ
る。 
（出典）平成 22 年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 

平成 23 年「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁）
 

これらの効果の結果、達成目標である従業員 20 名未満の法人、個人事
業主のパソコン利用割合の低減抑制に寄与しているものと考えられる。 
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減収額と達成目標の実現状況との対比 

 

年度 減収額

（億円）

個人事業主 

（従業員数 20 名未満の 

事業者におけるパソコン 

の利用割合）（％） 

法人 

（従業員数 20 名未満の

企業におけるパソコン

の利用割合）（％） 

20 520 28.5 75.1 

22 164 27.6 64.9 

24 245 50.0 90.0 

 

 

9 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

本措置は、中小企業の事務負担の軽減、事務の効率化により、中小企業
の活力向上を志向した措置。補助金やその他の規制など、一時的な制度で
は、事務効率向上を図るパソコン等設備の導入には寄与することが考えら
れるが、圧縮記帳の導入や、償却資産の管理など、事務負担については増
加が見込まれ、抜本的な中小企業の活力向上に寄与しない。よって、本措
置は、租税特別措置によるべき制度である。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

中小企業における事務負担の軽減等による経営基盤の強化を図るため
の本特例と、設備投資の促進により生産性の向上等を図るための中小企業
投資促進税制・中小企業基盤強化税制とでは、そもそも、政策目的が異な
る。 

このため、対象設備について、本特例では、取得価額 30 万円未満の少
額減価償却資産としているとともに、中古設備も対象となっているのに対
し、中小企業投資促進税制・中小企業基盤強化税制では、最低取得価額が
高額（例えば、機械装置であれば 160 万円）のものとしており、両者は切
り分けがなされている。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本措置によって、相対的に経理面の人員が少数である中小企業の実情を
踏まえると、少額減価償却資産の即時償却を認めることにより、償却資産
の管理や納税等に係る事務負担の軽減、パソコン等の少額資産の取得促進
による事務処理能力・事業効率の向上等、中小企業の実態に即した効果が
得られるほか、地方公共団体における償却資産に対する徴税事務の効率化
に資する。 

10 有識者の見解 ― 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
― 
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○少額特例利用企業数 

平成２１年度（実績）法人：172,885 社（注１） 

          個人：107,639 社（注１）    

合計：280,524 社 

 

平成２２年度（推計値） 法人：172,885 社×1.027（注２）＝177,552 社 

            個人：107,885 社×1.027（注２）＝110,545 社   

合計：288,097 社 

 

平成２３年度（推計値） 法人：177,552 社×0.803（注３）＝142,574 社 

            個人：110,545 社×0.803（注３）＝88,767 社   

合計：231,341 社 

 

平成２４年度（推計値） 法人：142,574 社×0.915（注４）＝130,455 社 

            個人：88,767 社×0.915（注４）＝81,221 社    

合計：211,676 社 

 

平成２５年度（推計値）平成２４年度と同様。 

 

○少額特例損金算入金額 

平成２１年度（実績）法人：114,248 百万円（注１） 

          個人：53,077 百万円（注１）   

合計：167,325 百万円 

 

平成２２年度（推計値） 法人：114,248×1.027（注２）＝117,332 百万円 

            個人：53,077×1.027（注２）＝54,510 百万円   

合計：171,842 百万円 

 

平成２３年度（推計値） 法人：117,332×0.803（注３）＝94,218 百万円 

            個人：54,510×0.803（注３）＝43,771 百万円   

合計：137,989 百万円 

 

平成２４年度（推計値） 法人：94,218×0.915（注４）＝86,209 百万円 

            個人：43,771×0.915（注４）＝40,051 百万円   

合計：126,260 百万円 

 

平成２５年度（推計値）平成２４年度と同様。 

 
（注１）少額減価償却資産の損金算入特例の利用企業数及び損金算入額 
    Ｈ２２年中小企業実態基本調査（中小企業庁）における平成２１年度実績額 
（注２）設備投資伸び率（平成２２年度分） 
    日銀短観でのソフトウェアを含む設備投資額（除く土地投資額）における平成２３年６月

調査時点での設備投資伸び率（実績値）：＋２．７％ 
（注３）設備投資伸び率（平成２３年度） 

日銀短観でのソフトウェアを含む設備投資額（除く土地投資額）における平成２３年６月
調査時点での設備投資伸び率（計画値）：▲１９.７％ 

（注４）設備投資伸び率（平成２４年度） 
    （注２）及び（注３）の単純平均値で推移するものと仮定。 
    （２．７％▲１９．７％）÷２＝▲８．５％ 

平成２５年度以降の設備投資額は平成２４年度の設備投資額と同水準（▲８．５％）で推
移するものと仮定。 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長 
【地方税】          （地方税８）（法人住民税、事業税：義）

2 要望の内容 中小企業者が取得価額 30 万円未満の減価償却資産を取得した場合、当
該減価償却資産の年間の取得価額の合計額 300 万円を限度として、全額損
金算入(即時償却)の適用期限を２年間延長する（国税との自動連動を図
る。）。 

3 担当部局 情報流通行政局 情報流通振興課 

4 評価実施時期 平成 23 年９月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 15 年度 創設 
平成 18 年度 損金算入額の上限を年間 300 万円とした上で２年間の延長

（平成 20 年３月までの適用期間の延長） 
平成 20 年度 ２年間の延長（平成 22 年３月までの適用期間の延長） 
平成 22 年度 ２年間の延長（平成 24 年３月までの適用期間の延長） 

6 適用又は延長期間 平成 24 年４月１日～同 26 年３月 31 日（２年間） 

7 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 
《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

中小企業は、地域活性化の中心的役割を担い、我が国経済の国際競争力
を支える存在であるとの認識の下、未曾有の経済危機及び震災等による直
接的・間接的な影響の中で一層厳しい経営環境に置かれている中小企業に
対して事務負担の軽減を図るとともに、小規模企業を中心に事務効率の向
上等に資する設備投資を促進させることで、中小企業の活力向上と我が国
経済の活性化を図る。 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法では、「中小企業に関する施策を総合的に推進すること」
等が定められている。また、民主党政策集 INDEX2009 では、「中小企業は
我が国経済の基盤であり、地域経済の柱のであり、雇用の大半を支える存
在です。このような観点から、税制により、中小企業の規模に応じて、そ
の活性化や競争力の向上を支援することは必要です。」との記述がある。

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

24 年度概算要求における政策評価体系図 
【総務省政策評価基本計画（平成 19 年総務省訓令第 60 号)】 
Ⅴ．情報通信（ＩＣＴ政策） 

２．情報通信技術高度利活用の推進 
Ⅵ．郵政行政 

郵政行政の推進 

③ 達成目標及

び測定指標 
《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

中小企業の中でも、特に規模の小さい企業において本措置が多く活用さ
れており、事務処理能力・事業効率の向上が図られたと判断される指標と
して、個人事業主に関しては、平成 24 年に実施する「個人企業経済調査」
（総務省）での従業員数 20 名未満の個人事業主におけるパソコンの利用
割合５割への到達を目指す。法人に関しては、平成 24 年に実施する「会
計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート調査」（中
小企業庁）での従業員数 20 名未満の企業におけるパソコンの利用割合が、
20 名以上の企業の水準である９割への到達を目指す。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

個人事業主：「個人企業経済調査」（総務省）での従業員 20 名未満の事業
者におけるパソコン利用割合 

法人：「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケー
ト調査」（中小企業庁）での従業員数 20 名未満の企業におけるパソコ
ンの利用割合 
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《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

中小企業の中でも、特に規模の小さい企業においては、経理担当の人員
が少なく、適時適切な経営状況の把握もままならない状況である。資金調
達環境や新規顧客開拓に困難を有する中小企業においては、少ない経理体
制の中で効率的な事務を行うことが非常に重要であり、本措置により償却
資産管理や納税事務負担の軽減を図るとともに、パソコン導入等事務の効
率化に資する設備投資を促進する意義は非常に大きい。 

本措置により事務処理能力・事業効率の向上が図られた場合、少ない人
員の経理体制の中でも適時正確な経営成績の把握が可能となり、事業見通
しの分析や財務諸表の信用力が向上することによって、新規顧客開拓や金
融調達環境の改善に寄与する。また、経理能力の向上は、正規の簿記の原
則に従って記録し、その帳簿書類に基づいた貸借対照表、損益計算書を確
定申告に添付させる「青色申告」の利用インセンティブにも繋がり、中小
企業施策の一層の普及・活用を促進することとなり、これらから、中小企
業の活力向上と我が国経済の活性化が図られる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 各年度における適用企業数及び損金算入金額（全省庁ベース） 
（過去５年分） 

平成 17 年度 222,811 社 377,926 百万円 
平成 18 年度 219,819 社 142,403 百万円 
平成 19 年度 289,794 社 222,348 百万円 
平成 20 年度 321,090 社 202,899 百万円 
平成 21 年度 280,524 社 167,325 百万円 

（将来推計） 
平成 22 年度 288,097 社 171,842 百万円 
平成 23 年度 231,341 社 137,989 百万円 
平成 24 年度 211,676 社 126,260 百万円 

（出典）「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 
※ 算定根拠は、別紙参照 
 

本税制措置は、小規模企業を始めとして多くの企業が利用している。 
本措置の平成 21 年度の利用実績の詳細は、以下のとおり。 

・ 法人（全中小法人数：1,428,557 社） 
黒字中小法人数：387,139 社（1,428,557 社×27.1％） 
本措置を利用した中小法人数：172,885 社（44.7％） 

従業員数 20 名以下 123,751 社（71.6％） 
従業員数 21 名以上 49,134 社（28.4％） 

・ 個人事業主（全個人事業主数：2,221,952 社） 
本措置を利用した個人事業主数：107,639 社（4.8％） 

（出典）平成 22 年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 
平成 21 年度「会社標本調査」（国税庁） 

 
また、すべての業種がこの税制の適用対象となっており、利用状況（平

成 22 年中小企業実態調査）を見ても、以下のとおり特定の者に偏っては
いない。 

 

業種 建設業 製造業 情報通信業 運輸業 卸売業

割合（％） 15.0 18.6 3.4 2.9 8.7 

業種 小売業 不動産業 飲食・宿泊業 
サービ

ス業 
その他

割合（％） 15.4 8.3 6.2 14.0 7.4 
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② 減収額 （過去５年間の減収額試算）（全省庁ベース） 
平成 18 年度 410 億円 
平成 19 年度 460 億円 
平成 20 年度 520 億円 
平成 21 年度 290 億円 
平成 22 年度 164 億円 

（将来の推計）（全省庁ベース） 
平成 23 年度 268 億円 
平成 24 年度 245 億円 

※ 算定根拠 
 ・ 平成 18 年度～23 年度は、財務省による試算 
 ・ 平成 24 年度は、財務省による平成 23 年度の減収試算額に日銀短観

の中小企業におけるソフトウェアを含む設備投資額（除く土地投資
額）の伸び率（平成 23 年６月調査における平成 22 年度実績値と平成
23 年度計画値の平均値）を掛けて算出。 

③ 効果・達成

目標の実現

状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 22 年４月～同 26 年３月）

本措置が中小企業の事務負担軽減、事業効率向上に寄与している効果
は、下記アンケートデータから定性的に確認できる。 
○ 直近の事業年度において本措置を利用して取得した設備 

パソコン：37.5％（法人のみ） 
○ 本措置を利用したことによる効果 

全額必要経費算入による経理事務負担減少：48.0％ 
パソコン導入による事務の効率化：28.2％ 
パソコン導入による経理事務の効率化：18.3％ 

 
本特例を利用したことにより特例利用中小企業の事務負担軽減、事業効

率の向上等が図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の労働生
産性を向上させる効果が定量的に確認できる。 
・回帰分析による定量分析（労働生産性と少額特例利用額の関係） 

少額特例利用額が１％増加すると、従業員一人当たりの売上高（労働生
産性）が 0.17％増加する。 
・経済波及効果 

本特例により、中小企業全体の労働生産性を 4.5％押し上げる効果があ
る。 
（出典）平成 22 年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 

平成 23 年「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁）

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平
成 22 年４月～同 26 年３月） 

○ 中小企業におけるパソコン利用状況（括弧内は、平成 22 年要望時）
・ 個人事業主 
従業員数 20 名未満：27.6％（前回 28.5％：前回比▲0.9 ポイント）
従業員数 20 名以上：71.4％（前回 85.7％：前回比▲14.3 ポイント）

・ 法人 
従業員数 20 名未満：64.9％（前回 75.1％：前回比▲10.2 ポイント）
従業員数 20 名以上：90.4％（前回 91.7％：前回比▲1.3 ポイント）

（出典） 
個人事業主：平成 20、22 年「個人企業経済調査」（総務省） 
法人：平成 20、22 年「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営

者の意識アンケート調査」（中小企業庁）から算出 
 

個人事業主に関しては、平成 22 年「個人企業経済調査」（総務省）にお
ける雇用が 20 名未満の事業者におけるパソコンの利用割合は、27.6％と
なっている。平成 15 年（措置創設時）の 19.6％と比較すれば一定の効果
が見られるが、目標である５割には未達。 
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法人に関しては、平成 22 年「会計処理・財務情報開示に関する中小企
業経営者の意識アンケート調査」（中小企業庁）における従業員 20 名未満
の企業のパソコンの利用割合は 64.9％であり、目標である９割には未達。

平成 23 年度及び 24 年度の指標については、以下の数値に向上させるこ
とを目指す。 
・ 個人事業主 
  従業員数 20 名未満の事業者におけるパソコンの利用割合 50％ 
・ 法人 
  従業員数 20 名未満の企業におけるパソコンの利用割合 90％ 
 

平成 23 年度中小企業税制に関するアンケート調査によると、本措置を
利用した企業のうち、今後も本措置を利用して設備等の購入をしたいと回
答した企業の割合が 83.9％に上るなど、将来においても、本措置を利用し
た設備投資の促進による事務効率の向上と、中小企業の活力向上及び我が
国経済の活性化が見込まれることから、目標達成のためには、本措置が引
き続き必要である。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析
対象期間：平成 22 年４月～同 26 年３月） 

本措置が延長されない場合、法人 172,885 社、個人企業 107,639 社、合
計 280,524 社に影響が及ぶ。投資額としては 167,325 百万円が縮小。 

なお、本措置は、中小法人のうち、83.9％が今後利用の意向あり、延長
されない場合、事務効率化を意図した少額設備投資の鈍化が予想される。
（出典） 

平成 22 年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 
平成 23 年「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁） 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 22 年４月～
同 26 年３月） 

本措置が中小企業の事務負担軽減、事業効率向上に寄与している効果
は、下記アンケートデータから定性的に確認できる。 
○ 直近の事業年度において本措置を利用して取得した設備 

パソコン：37.5％（法人のみ） 
○ 本措置を利用したことによる効果（法人のみ） 

全額必要経費算入による経理事務負担減少：48.0％ 
   パソコン導入による事務の効率化：28.2％ 
   パソコン導入による経理事務の効率化：18.3％ 
 

本特例を利用したことにより特例利用中小企業の事務負担軽減、事業効
率の向上等が図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の労働生
産性を向上させる効果が定量的に確認できる。 
・ 回帰分析による定量分析（労働生産性と少額特例利用額の関係） 

少額特例利用額が１％増加すると、従業員一人当たりの売上高（労働生
産性）が 0.17％増加する。 
・ 経済波及効果 

本特例により、中小企業全体の労働生産性を 4.5％押し上げる効果があ
る。 
（出典）平成 22 年「中小企業実態基本調査」（中小企業庁） 

平成 23 年「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁）
 

これらの効果の結果、達成目標である従業員 20 名未満の法人、個人事
業主のパソコン利用割合の低減抑制に寄与しているものと考えられる。 
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減収額と達成目標の実現状況との対比 

 

年度 減収額

（億円）

個人事業主 

（従業員数 20 名未満の 

事業者におけるパソコン 

の利用割合）（％） 

法人 

（従業員数 20 名未満の

企業におけるパソコン

の利用割合）（％） 

20 520 28.5 75.1 

22 164 27.6 64.9 

24 245 50.0 90.0 

 

 

9 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

本措置は、中小企業の事務負担の軽減、事務の効率化により、中小企業
の活力向上を志向した措置。補助金やその他の規制など、一時的な制度で
は、事務効率向上を図るパソコン等設備の導入には寄与することが考えら
れるが、圧縮記帳の導入や、償却資産の管理など、事務負担については増
加が見込まれ、抜本的な中小企業の活力向上に寄与しない。よって、本措
置は、租税特別措置によるべき制度である。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

中小企業における事務負担の軽減等による経営基盤の強化を図るため
の本特例と、設備投資の促進により生産性の向上等を図るための中小企業
投資促進税制・中小企業基盤強化税制とでは、そもそも、政策目的が異な
る。 

このため、対象設備について、本特例では、取得価額 30 万円未満の少
額減価償却資産としているとともに、中古設備も対象となっているのに対
し、中小企業投資促進税制・中小企業基盤強化税制では、最低取得価額が
高額（例えば、機械装置であれば 160 万円）のものとしており、両者は切
り分けがなされている。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本措置によって、相対的に経理面の人員が少数である中小企業の実情を
踏まえると、少額減価償却資産の即時償却を認めることにより、償却資産
の管理や納税等に係る事務負担の軽減、パソコン等の少額資産の取得促進
による事務処理能力・事業効率の向上等、中小企業の実態に即した効果が
得られるほか、地方公共団体における償却資産に対する徴税事務の効率化
に資する。 

10 有識者の見解 ― 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
― 
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○少額特例利用企業数 

平成２１年度（実績）法人：172,885 社（注１） 

          個人：107,639 社（注１）    

合計：280,524 社 

 

平成２２年度（推計値） 法人：172,885 社×1.027（注２）＝177,552 社 

            個人：107,885 社×1.027（注２）＝110,545 社   

合計：288,097 社 

 

平成２３年度（推計値） 法人：177,552 社×0.803（注３）＝142,574 社 

            個人：110,545 社×0.803（注３）＝88,767 社   

合計：231,341 社 

 

平成２４年度（推計値） 法人：142,574 社×0.915（注４）＝130,455 社 

            個人：88,767 社×0.915（注４）＝81,221 社    

合計：211,676 社 

 

平成２５年度（推計値）平成２４年度と同様。 

 
○少額特例損金算入金額 

平成２１年度（実績）法人：114,248 百万円（注１） 

          個人：53,077 百万円（注１）   

合計：167,325 百万円 

 

平成２２年度（推計値） 法人：114,248×1.027（注２）＝117,332 百万円 

            個人：53,077×1.027（注２）＝54,510 百万円   

合計：171,842 百万円 

 

平成２３年度（推計値） 法人：117,332×0.803（注３）＝94,218 百万円 

            個人：54,510×0.803（注３）＝43,771 百万円   

合計：137,989 百万円 

 

平成２４年度（推計値） 法人：94,218×0.915（注４）＝86,209 百万円 

            個人：43,771×0.915（注４）＝40,051 百万円   

合計：126,260 百万円 

 

平成２５年度（推計値）平成２４年度と同様。 

 
（注１）少額減価償却資産の損金算入特例の利用企業数及び損金算入額 
    Ｈ２２年中小企業実態基本調査（中小企業庁）における平成２１年度実績額 
（注２）設備投資伸び率（平成２２年度分） 
    日銀短観でのソフトウェアを含む設備投資額（除く土地投資額）における平成２３年６月

調査時点での設備投資伸び率（実績値）：＋２．７％ 
（注３）設備投資伸び率（平成２３年度） 

日銀短観でのソフトウェアを含む設備投資額（除く土地投資額）における平成２３年６月
調査時点での設備投資伸び率（計画値）：▲１９.７％ 

（注４）設備投資伸び率（平成２４年度） 
    （注２）及び（注３）の単純平均値で推移するものと仮定。 
    （２．７％▲１９．７％）÷２＝▲８．５％ 

平成２５年度以降の設備投資額は平成２４年度の設備投資額と同水準（▲８．５％）で推
移するものと仮定。 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした租

税特別措置等の名称 

沖縄の情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区における特例措置【国税】
【新設・延長・拡充】               （国税８）（法人税：義）

2 要望の内容 （情報通信産業振興地域） 

①対象事業の見直し 
・情報通信産業へのインターネット付随サービス業（ASP 等）の追加 
・情報通信技術利用事業への BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）の

追加 

②投資税額控除の拡充 
・控除率の拡大 機械等‥15％⇒25％、建物等‥8％⇒15％ 
・建物と建物付属設備同時取得要件の廃止 
・投資税額控除の法人税額 20％限度要件の撤廃 
・最低取得価格の引下げ 

1000 万円以上⇒機械等‥280 万円以上､建物等‥500 万円以上 
・取得価格上限（20 億円）の緩和 

③特別償却の新設（投資税額控除との選択制） 
・償却率 機械等‥50％、建物等‥25％ 
・建物と建物付属設備の別取得の適用 

（情報通信産業特別地区） 

①対象法人に「内国法人」だけでなく「外国法人」を追加。 

②対象業種として、バックアップセンター、セキュリティデータセンター（個人情
報保護データセンター等）等を追加 

③対象地域として、うるま市を追加。 

④適用対象法人の要件緩和 
・「新設から 10 年」を「認定から 10 年」とし、更に、対象地区内新設法人のみ

でなく、対象地域内に本店事務所を移転した既設法人も対象。 
・「専ら」要件を緩和。 

⑤所得控除率の拡大 35％⇒55％ 

3 担当部局 総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 沖縄国際情報特区構想推進室 

4 評価実施時期 平成 23 年９月 

5 租税特別措置等の創設年

度及び改正経緯 

平成 10 年 情報通信産業振興地域 創設 

平成 14 年 ５年間延長。情報通信産業特別地区 創設 

平成 19 年 ５年間延長。情報通信業特別地区における認定法人の所得控除等の５

年間延長及び拡充（常時使用人数要件２０名以上を１０名以上） 

6 適用又は延長期間 ５年間延長（平成 24 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで） 

7 必 要 性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

情報通信技術は、距離や時間を超越してヒト、モノ、カネ、情報を結びつけるこ
とが可能であり、島しょ県である沖縄において大消費地や原料供給地から離れてい
るというデメリットの影響を受けにくいことから、情報通信関連産業は、観光産業
に続く沖縄のリーディング産業として、今後とも期待される分野である。これまで、
労働集約型のコールセンターの集積が進んできたが、今後は、BPO（ビジネス・プ
ロセス・アウトソーシング）関連企業の更なる集積など一層の高付加価値化への取
組が急務であり、沖縄の自立的経済の構築にとって必要不可欠である。 

近年、アジア諸国の成長が著しく、クラウドコンピューティングやオフショアリ
ングなど新たな分野の発展も背景として、アジアに近い沖縄の地理的特性は改めて
注目されている。今後、我が国の産業がアジアをはじめとしたグローバルな事業展
開を行う際に沖縄の果たす役割は大きく、沖縄に情報通信産業を集積させること
は、日本の成長戦略の中でも大きなポイントとなる。 

《政策目的の根拠》 
沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号） 
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② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

24 年度概算要求における政策評価体系図 
【総務省政策評価基本計画（平成 19 年総務省訓令第 60 号)】 
Ⅴ．情報通信（ＩＣＴ政策） 

２．情報通信技術高度利活用の推進 

③ 達成目標及

び測定指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 沖縄県の自立的経済の構築及び我が国の経済成長に寄与するような拠点形成を
図ることを目標とする。特に、情報通信関連産業の集積は、社会基盤としての情報
通信技術の活用を通じて、他の産業の高度化・多様化への波及効果によって、産業
振興に寄与することが期待できる。 
 そのため、本制度では、情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区における
企業の集積（進出企業数）及び同企業等の進出によって生じる雇用者数を測定指標
として制度を評価する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 平成３３年度 達成目標 
 ○情報通信産業就業者数 ５．５万人雇用  
  （平成２２年度時点で２５，３３９人の実績） 

 ○企業誘致数 ３００社 
  （平成２４年から） 

 なお、本制度は、沖縄振興特別措置法に基づき制度化されており、同措置法の時
限期間である１０年間を目標時期としている。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 沖縄県の自立的経済の構築及び我が国の経済成長に寄与するような拠点形成が
図られる。 
 また、更なる情報通信関連産業の集積により、社会基盤としての情報通信技術の
活用を通じて、観光産業をはじめとする他の産業への波及効果、ひいては沖縄県の
産業振興に寄与することが期待できる。 

8 有 効 性

等 

① 適用数等 情報通信産業特別地区を含む情報通信産業振興地域における投資税額控除制度
の適用実績等 

・平成１４～２１年度 累計２０件 

  近年の実績（過去５年間） 

投資

税額

控除 

H17 H18 H19 H20 H21 
累計 

免除額(件数) 

408(5) 458(6) 2(2) 248(1) 271(1) 
2,324 

(20) 

                       額単位 百万円 

・平成３３年度までに 累計３６件適用見込み 

② 減収額 情報通信産業特別地区を含む情報通信産業振興地域における事業所税等地方税
の適用実績等 

・平成１４～２１年度 累額 2,324 百万円 

  近年の実績（過去５年間）【適用数の項から再掲】 

投資

税額

控除 

H17 H18 H19 H20 H21 
累計 

免除額(件数) 

408(5) 458(6) 272(2) 24(1 271(1) 
2,324 

(20) 

                       額単位 百万円 

・平成３３年度までに 累計 5,500 百万円適用見込み 
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③ 効果・達成目

標の実現状

況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成１０年～平成２３年） 

本措置は新規立地企業の初期投資負担を軽減するものであり、情報通信産業の集
積を促し、同産業への雇用の確保に寄与している。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成１０年
～平成２３年） 

 平成２３年１月時点で、情報通信産業振興地域への進出企業数は２１６社であ
り、平成２３年度目標の２００社を達成している。 
 また、進出企業による雇用者数が２０，２１２人に達している。一方で、平成２
３年度の県内における情報通信関連産業の雇用者数の数値目標は３３，７００人で
あるのに対して平成２２年度時点での県内実績は２５，３３９人となっている。し
かし、現在の数値目標が平成２０年３月に２２，４００人から上方修正された目標
であり、かつ、同年９月に生じたリーマンショックによって全世界的な大幅な景気
後退が生じた経済情勢等を考慮すると、見直し前の当初目標を達成している現状は
相当の成果を得ていると判断される。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対象期間：
平成１０年～平成２３年） 

 効果・達成目標の実現のとおり、施策効果は発揮されているところ情報通信産業
振興地域制度が拡充又は延長されなかった場合その効果が減じられ、沖縄振興審議
会にもある、観光産業に続くリーディング産業である情報通信産業の振興による経
済発展が阻害される可能性が高い。特に、今後一層の集積に加えて、関連企業の高
付加価値化による経営基盤等の強化を図っていくことが必要であり、租税特別措置
の拡充延長が必要不可欠である。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

（分析対象期間：平成１０年～平成２３年） 

 ○情報通信産業に係る県内総生産の増加 
  1,391 億円（平成 12 年度） → 2,252 億円（平成 18 年度） 

 ○雇用者数の増加 
  8,600 人（平成 12 年度）  → 25,339 人（平成 22 年度） 

 ○県外からの誘致企業数（累計） 
  54 社（平成 14 年 7 月末）  → 216 社（平成 22 年度） 

9 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

 情報通信関連産業は、沖縄におけるリーディング産業となっており、情報通信振
興地域制度に係る税制インセンティブの強化を行うことにより、投資促進ととも
に、社会基盤としての情報通信技術の利活用を通じて、観光産業をはじめとする他
の産業の高度化・多様化への波及効果に寄与し、新たな雇用の創出及び積極的な人
材育成を図ることができる。また、税制の活用は、沖縄特別措置法（法第３１条 課
税の特例等）に明示されているものである。 
 さらに、情報通信関連企業のほとんどがインキュベーション施設等の建物を賃借
しており、また、自社の業務にあわせた建物のカスタマイズが必要となるため、建
物と附属設備の同時取得要件を緩和することが合理的であるなど、今回の税制要望
による拡充を図るべきものである。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

 予算措置等直接的な重複はないが、必要に応じて予算措置と税制制度の役割分担
によって、企業立地促進及び立地企業振興の双方によって産業振興を図る。税制が、
課税の対象となる法人全般に対して影響を与えるに対して、予算措置は、実施時点
における政策の優先順位によって特定の分野に対して行われる。その相乗効果をも
って情報通信産業分野に振興を図り、沖縄県の自立的経済の構築に資するものであ
る。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本措置の要望は、沖縄県から提出されたものであり、本措置の実現により、沖縄
県内の産業が活性化され、沖縄県及び県内の地方公共団体の税収の増加をもたらす
と考えられる。 
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10 有識者の見解 沖縄振興審議会総合部会専門委員会報告：沖縄の振興についての調査審議結果報告
(平成２３年７月報告） 
（報告抜粋） 
Ⅲ 今後の沖縄振興を進めるに当たって健闘すべき課題と方向性 
１．アジアに開かれた自立型経済の発展に向けた産業の振興 
 (2) 情報通信関連産業 
   「情報通信関連産業は、島しょ県である沖縄県においても、大消費地や原料

供給地から離れているというデメリットの影響を受けにくく、観光産業に続
く沖縄のリーディング産業として、今後とも期待される分野である。」 

   「今後、我が国産業がアジアを始めとしたグローバルな事業展開を行う際に
沖縄の果たす役割は極めて大きく、沖縄に情報通信産業を集積させること
は、日本の成長戦略の中でも大きなポイントになる」等の提言を受けている。

 沖縄振興審議会は、沖縄振興特別措置法により設置が定められており、他沖縄の
振興に関する重要事項を調査審議するとともに、内閣総理大臣に対して意見を申し
出ることを所掌事務とし、沖縄県知事、議会関係者、学識経験者により組織されて
いる。なお、専門委員会報告は、平成２３年７月に開催された同審議会において了
承されているものである。 

11 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 
― 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした租

税特別措置等の名称 

沖縄の情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区における特例措置【地方税】
【新設・延長・拡充】         （地方税 10）（法人住民税、事業税：義）

2 要望の内容 情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区において、新設された、対象業種
の事業用に供される施設に係る事業所税を減免する特例措置の適用期限（平成 24
年 3 月 31 日）を５年間延長する。 

（特例措置の具体的な内容） 
  事業所税のうち資産割の課税標準の特例の延長 
  事業所税  資産割 課税標準１／２ （５年間） 
 

また、情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区制度において対象事業の見
直し（追加）等国税の拡充が認められた場合、併せて、法人税額の特別控除を行う。

なお、国税で要望中の拡充内容は、情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別
地区において、それぞれ、以下のとおり。 

（情報通信産業振興地域） 

 ①対象事業の見直し 
 ・情報通信産業へのインターネット付随サービス業（ASP 等）の追加 
 ・情報通信技術利用事業への BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）

の追加 

 ②投資税額控除の拡充 
 ・控除率の拡大 機械等‥15％⇒25％、建物等‥8％⇒15％ 
 ・建物と建物付属設備同時取得要件の廃止 
 ・投資税額控除の法人税額 20％限度要件の撤廃 
 ・最低取得価格の引下げ 

 1,000 万円以上⇒機械等‥280 万円以上、建物等‥500 万円以上 
 ・取得価格上限（20 億円）の緩和 

 ③特別償却の新設（投資税額控除との選択制） 
 ・償却率 機械等‥50％、建物等‥25％ 
 ・建物と建物付属設備の別取得の適用 

（情報通信産業特別地区） 
 ①対象法人に「内国法人」だけでなく「外国法人」を追加。 
 ②対象業種として、バックアップセンター、セキュリティデータセンター（個人

情報保護データセンター等）等を追加 
 ③対象地域として、うるま市を追加。 
 ④適用対象法人の要件緩和 

 ・「新設から 10 年」を「認定から 10 年」とし、更に、対象地区内新設法人の
みでなく、対象地域内に本店事務所を移転した既設法人も対象。 

  ・「専ら」要件を緩和。 

 ⑤所得控除率の拡大 35％⇒55％ 

3 担当部局 総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 沖縄国際情報特区構想推進室 

4 評価実施時期 平成 23 年９月 

5 租税特別措置等の創設年

度及び改正経緯 

平成 10 年 創設（情報通信産業振興地域における特別土地保有税及び事業所税の

非課税措置） 

平成 14 年 ５年間延長。情報通信産業特別地区 創設 

平成 19 年 ５年間延長。情報通信業特別地区における認定法人の所得控除等の拡

充（常時使用人数要件２０名以上を１０名以上） 

6 適用又は延長期間 ５年間延長（平成 24 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで） 

47



 

 

7 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

情報通信技術は、距離や時間を超越してヒト、モノ、カネ、情報を結びつけるこ
とが可能であり、島しょ県である沖縄において大消費地や原料供給地から離れてい
るというデメリットの影響を受けにくいことから、情報通信関連産業は、観光産業
に続く沖縄のリーディング産業として、今後とも期待される分野である。これまで、
労働集約型のコールセンターの集積が進んできたが、今後は、BPO（ビジネス・プ
ロセス・アウトソーシング）関連企業の更なる集積など一層の高付加価値化への取
組が急務であり、沖縄の自立的経済の構築にとって必要不可欠である。 

近年、アジア諸国の成長が著しく、クラウドコンピューティングやオフショアリ
ングなど新たな分野の発展も背景として、アジアに近い沖縄の地理的特性は改めて
注目されている。今後、我が国の産業がアジアをはじめとしたグローバルな事業展
開を行う際に沖縄の果たす役割は大きく、沖縄に情報通信産業を集積させること
は、日本の成長戦略の中でも大きなポイントとなる。 

《政策目的の根拠》 
沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号） 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

24 年度概算要求における政策評価体系図 

【総務省政策評価基本計画（平成 19 年総務省訓令第 60 号)】 

Ⅴ．情報通信（ＩＣＴ政策） 

  ２．情報通信技術高度利活用の推進 

  

③ 達成目標及

び測定指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 沖縄県の自立的経済の構築及び我が国の経済成長に寄与するような拠点形成を
図ることを目標とする。特に、情報通信関連産業の集積は、社会基盤としての情報
通信技術の活用を通じて、他の産業の高度化・多様化への波及効果によって、産業
振興に寄与することが期待できる。 
 そのため、本制度では、情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区における
企業の集積（進出企業数）及び同企業等の進出によって生じる雇用者数を測定指標
として制度を評価する。 
《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 平成３３年度 達成目標 
 ○情報通信産業就業者数 ５．５万人雇用  
  （平成２２年度時点で２５，３３９人の実績） 

 ○企業誘致数 ３００社 
  （平成２４年から） 

 なお、本制度は、沖縄振興特別措置法に基づき制度化されており、同措置法の時
限期間である１０年間を目標時期としている。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 沖縄県の自立的経済の構築及び我が国の経済成長に寄与するような拠点形成が
図られる。 
 また、更なる情報通信関連産業の集積により、社会基盤としての情報通信技術の
活用を通じて、観光産業をはじめとする他の産業への波及効果、ひいては沖縄県の
産業振興に寄与することが期待できる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 情報通信産業特別地区を含む情報通信産業振興地域における事業所税等地方税の
適用実績等 

 

・平成１２～２１年度 累計 516 件 

  近年の実績（過去５年間） 

地方

税適

用額

等 

H17 H18 H19 H20 H21 
累計 

免除額(件数) 

238 

(58) 

210 

(66) 

407 

(79) 

205 

(67) 

268 

(70) 

1,895 

(516) 
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                       額単位 百万円 

・平成３３年度までに 累計 1,400 件適用見込み 

  

② 減収額 情報通信産業特別地区を含む情報通信産業振興地域における事業所税等地方税の
適用実績等 
 

・平成１２～２１年度 1,895 百万円 

  近年の実績（過去５年間）【適用数の項から再掲】 

地方

税適

用額

等 

H17 H18 H19 H0 H21 
累計 

免除額(件数) 

238 

(58 

210 

(66) 

407 

(79) 

205 

(67) 

268 

(70) 

1,895 

(516) 

                       額単位 百万円 

・平成３３年度までに 累額 5,400 百万円適用見込み 

③ 効果・達成

目標の実現

状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成１０年～平成２３年） 

 本措置は新規立地企業の初期投資負担を軽減するものであり、情報通信産業の集
積を促し、同産業への雇用の確保に寄与している。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成１０年
～平成２３年） 

 平成２３年１月時点で、情報通信産業振興地域への進出企業数は２１６社であ
り、平成２３年度目標の２００社を達成している。 
 また、進出企業による雇用者数が２０，２１２人に達している。一方で、平成２
３年度の県内における情報通信関連産業の雇用者数の数値目標は３３，７００人で
あるのに対して平成２２年度時点での県内実績は２５，３３９人となっている。し
かし、現在の数値目標が平成２０年３月に２２，４００人から上方修正された目標
であり、かつ、同年９月に生じたリーマンショックによって全世界的な大幅な景気
後退が生じた経済情勢等を考慮すると、見直し前の当初目標を達成している現状は
相当の成果を得ていると判断される。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対象期間：
平成１０年～平成２３年） 

 効果・達成目標の実現のとおり、施策効果は発揮されているところ情報通信産業
振興地域制度が拡充又は延長されなかった場合その効果が減じられ、沖縄振興審議
会にもある、観光産業に続くリーディング産業である情報通信産業の振興による経
済発展が阻害される可能性が高い。特に、今後一層の集積に加えて、関連企業の高
付加価値化による経営基盤等の強化を図っていくことが必要であり、租税特別措置
の拡充延長が必要不可欠である。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成１０年～平成２３年）

 ○情報通信産業に係る県内総生産の増加 
  1,391 億円（平成 12 年度） → 2,252 億円（平成 18 年度） 

 ○雇用者数の増加 
  8,600 人（平成 12 年度）  → 25,339 人（平成 22 年度） 

 ○県外からの誘致企業数（累計） 
  54 社（平成 14 年 7 月末）  → 216 社（平成 22 年度） 

9 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

情報通信関連産業は、沖縄におけるリーディング産業となっており、情報通信振
興地域制度に係る税制インセンティブの強化を行うことにより、投資促進ととも
に、社会基盤としての情報通信技術の利活用を通じて、観光産業をはじめとする他
の産業の高度化・多様化への波及効果に寄与し、新たな雇用の創出及び積極的な人
材育成を図ることができる。また、税制の活用は、沖縄特別措置法（法第３１条 課
税の特例等）に明示されているものである。 
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 さらに、情報通信関連企業のほとんどがインキュベーション施設等の建物を賃借
しており、また、自社の業務にあわせた建物のカスタマイズが必要となるため、建
物と附属設備の同時取得要件を緩和することが合理的であるなど、今回の税制要望
による拡充を図るべきものである。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

 予算措置等直接的な重複はないが、必要に応じて予算措置と税制制度の役割分担
によって、企業立地促進及び立地企業振興の双方によって産業振興を図る。税制が、
課税の対象となる法人全般に対して影響を与えるに対して、予算措置は、実施時点
における政策の優先順位によって特定の分野に対して行われる。その相乗効果をも
って情報通信産業分野に振興を図り、沖縄県の自立的経済の構築に資するものであ
る。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本措置の要望は、沖縄県から提出されたものであり、本措置の実現により、沖縄
県内の産業が活性化され、沖縄県及び県内の地方公共団体の税収の増加をもたらす
と考えられる。 

10 有識者の見解 沖縄振興審議会総合部会専門委員会報告：沖縄の振興についての調査審議結果報告
(平成２３年７月報告） 
（報告抜粋） 
Ⅲ 今後の沖縄振興を進めるに当たって健闘すべき課題と方向性 
１．アジアに開かれた自立型経済の発展に向けた産業の振興 
 (2) 情報通信関連産業 
   「情報通信関連産業は、島しょ県である沖縄県においても、大消費地や原料

供給地から離れているというデメリットの影響を受けにくく、観光産業に続
く沖縄のリーディング産業として、今後とも期待される分野である。」 

   「今後、我が国産業がアジアを始めとしたグローバルな事業展開を行う際に
沖縄の果たす役割は極めて大きく、沖縄に情報通信産業を集積させること
は、日本の成長戦略の中でも大きなポイントになる」等の提言を受けている。

 沖縄振興審議会は、沖縄振興特別措置法により設置が定められており、他沖縄の
振興に関する重要事項を調査審議するとともに、内閣総理大臣に対して意見を申し
出ることを所掌事務とし、沖縄県知事、議会関係者、学識経験者により組織されて
いる。なお、専門委員会報告は、平成２３年７月に開催された同審議会において了
承されているものである。 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 
― 
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